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はじめに 

 

このたび、令和６年度から令和８年度の３年を期 

間とした「碧南市高齢者ほっとプラン（第９期高齢 

者福祉計画・第９期介護保険事業計画）を策定しま 

した。 

本計画期間中である２０２５年（令和７年）には 

団塊の世代が７５歳以上となり、高齢者人口の一層 

の増加が見込まれる一方、生産年齢人口は減少して 

いくことが見込まれ、高齢者のみの世帯の増加によ 

る老々介護の問題や給付費の増加による保険料負担 

の増大など、高齢者を取り巻く状況はより一層厳し 

いものとなってまいります。 

こうした中、本市では、介護医療の連携・認知症施策の推進、介護サービスの安

定的な提供に取り組み、高齢者の皆様が住み慣れた地域で安心して生活を継続でき

るよう「地域包括ケアシステム」の構築を推進してきました。これらの施策につい

ては、連携体制の強化を図るとともに内容をより充実させ、引き続き重点的に取り

組んでまいります。また、健康寿命延伸のため健康づくりや介護予防を推進すると

ともに、社会参加や就労などを通した生きがいづくりに取り組むことで、元気な高

齢者の皆様には社会の担い手となって活躍していただけるよう期待しております。 

今後も「高齢者が安心して暮らせる あたたかい共生のまちづくり」を基本理念

に掲げ、支える側・支えられる側という枠を超えてお互いが支え合うことのできる

「地域共生社会」の実現を目指してまいります。 

最後になりましたが、本計画の策定にあたり、多大なご尽力をいただきました碧

南市介護保険運営協議会の委員の皆様をはじめ、アンケート調査等、貴重なご意見・

ご提言をいただきました多くの皆様に心から感謝を申し上げますとともに、計画の

実現に向けてより一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。 

 

令和６年３月 
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第１章    計画の策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨と背景 

わが国の高齢者人口（65歳以上の人口）は近年一貫して増加を続けており、

2020年（令和２年）の国勢調査では高齢化率は28.8％となっています。また、

2025年（令和７年）にはいわゆる団塊世代が75歳以上となり、国民の４人に１

人が後期高齢者という超高齢社会を迎えることが見込まれます。特に、65歳以

上人口は2040年（令和22年）を超えるまで、75歳以上人口は2055年（令和37年）

まで増加傾向が続きます。そして要介護認定率や介護給付費が急増する85歳以

上人口は2035年（令和17年）まで 75歳以上人口を上回る勢いで増加し、2060年

（令和42年）頃まで増加傾向が続くことが見込まれます。一方で、生産年齢人

口は減少していくことが見込まれています。 

本市において令和４年10月１日時点での住民基本台帳の高齢者人口は、

17,402人となっており、高齢化率は23.9％と約４人に１人が65歳以上の高齢者

となっています。本市においても全国的な情勢に違わず、介護保険制度を取り

巻く情勢はますます厳しいものとなっていくことが予測されます。 

そのため、中長期的な人口動態や介護ニーズの見込み等を踏まえて介護サー

ビス基盤を整備するとともに、地域の実情に応じて、地域包括ケアシステムの

深化・推進や介護人材の確保、介護現場の生産性の向上を図るための具体的な

取組内容や目標を、優先順位を検討した上で、介護保険事業計画に定めること

が重要となります。 

本市では、令和３年３月に策定した「碧南市高齢者ほっとプラン（第８期

高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画）」において、基本理念である「高

齢者が安心して暮らせるあたたかい共生のまちづくり」の実現に向け、さら

なる地域包括ケアシステムの充実により、高齢者が“ほっと”できる「安

心」と“ホット”な支え合いの「あたたかさ」を感じられるような、共生の

まちづくりを目指してきました。 

このたび計画期間が満了したことから、国の第９期計画の基本指針に基づ

き、令和６年度から令和８年度までの３年間を計画期間とする「碧南市高齢

者ほっとプラン（第９期高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画）」（以下

「本計画」という。）を策定します。 
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医療 介護 

生活支援 
介護予防 

通所・入所 通院・入院 

・老人クラブ活動 

・筋トレルーム 60 運営事業 

・遊友の会 

・おたっしゃ大学 

・まちかどサロン 

・ふれあいいきいきサロン 等 

病気になったら… 

いつまでも元気に 
暮らすために… 

地域包括支援センター 

在宅系サービス 

施設・居住系サービス 

介護予防サービス 

 

自宅 

サービス付き高齢者向け住宅等 

介護が必要に 
なったら… 

 

医療や介護保険、福
祉等の面から高齢者
やその家族の生活を
支えます 

日常の医療 

・碧南社協地域包括支援センター 
・碧南東部地域包括支援センター 
・碧南南部地域包括支援センター 

病院 
 
急性期、回復期、慢性期 

歯科医師会 

医師会 

薬剤師会 

看護師会 

認知症 
支援 

介護サービス機関連絡協議会 

住まい 

・認知症初期集中支援チーム 

・認知症高齢者見守りネットワーク 

・オレンジファミリィ碧 

・認知症伴走型支援 等 

地域包括ケアシステムとは団塊の世代が75歳以上となる令和7年度を目途に、

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため、医療、介護、生

活支援・介護予防、住まいが一体的かつ包括的に提供される社会的な仕組みの

ことを指します。 

この地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自

主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要です。 

  

地域包括ケアシステムの姿 

 

 

 

 

 

 

 

  

・かかりつけ医、有床診療所 

・地域の連携病院 

・歯科医療、薬局 
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◆第９期介護保険事業の基本指針の改正のポイント 

１．介護サービス基盤の計画的な整備 

① 地域の実情に応じたサービス基盤の整備 

・中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を適切に捉えて、施設・

サービス種別の変更等、既存施設・事業所のあり方も含め検討し、地域の

実情に応じて介護サービス基盤を計画的に確保していくことが必要 

・医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加を踏まえ、医療・介護を効

率的かつ効果的に提供する体制の確保、医療・介護の連携強化が重要 

・中長期的なサービス需要の見込みについてサービス提供事業者を含め、地

域の関係者と共有し、サービス基盤の整備の在り方を議論することが重要  

② 在宅サービスの充実 

・居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、複合的な在宅

サービスの整備を推進することが重要 

・居宅要介護者の在宅生活を支えるための定期巡回・随時対応型訪問介護看

護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護等、地域密着

型サービスの更なる普及 

 

２．地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組 

① 地域共生社会の実現 

・地域包括ケアシステムは地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり

得るものであり、制度・分野の枠や「支える側」「支えられる側」という関

係を超えて、地域住民や多様な主体による介護予防や日常生活支援の取組

を促進する観点から、総合事業の充実を推進 

・地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備を図るととも

に、重層的支援体制整備事業において属性や世代を問わない包括的な相談

支援等を担うことも期待 

・認知症に関する正しい知識の普及啓発により、認知症への社会の理解を深

めることが重要 

② デジタル技術を活用し、介護事業所間、医療・介護間での連携を円滑に進

めるための医療・介護情報基盤を整備 

③ 保険者機能の強化 

・給付適正化事業の取組の重点化・内容の充実・見える化 

 

３．地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上 

・介護人材を確保するため、処遇の改善、人材育成への支援、職場環境の改善

による離職防止、外国人材の受入環境整備等の取組を総合的に実施 

・都道府県主導の下で生産性向上に資する様々な支援・施策を総合的に推進 
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２ 計画の性格と位置付け 

（１）根拠法令等  

高齢者福祉計画は、老人福祉法第20条の８の規定による市町村老人福祉計

画で、本市において確保すべき高齢者福祉事業の量の目標を定め、供給体制

の確保を図るものです。介護保険事業計画は、介護保険法第117条の規定によ

る市町村介護保険事業計画で、本市における要介護者等の人数、要介護者の

サービスの利用意向等を勘案し、必要なサービス量を見込み、介護サービス

を提供する体制を確保する等、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に

資することを目的としたものです。 

なお、両計画は、密接な関連性を持つことから一体のものとして定めるこ

ととされています。 

 

（２）関連計画との関係  

本計画は「碧南市総合計画」、「へきなん地域福祉ハッピープラン」を上位計

画とする福祉分野の計画であり、「へきなん健康づくり21プラン」、「へきなん

障害者ハーモニープラン」等本市が策定する他の関連計画との整合を図って策

定しています。 

また、愛知県が策定する「あいち福祉保健医療ビジョン」等計画との連携

を図って策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

【 愛知県 】 

 

碧南市高齢者ほっとプラン

（第９期高齢者福祉計画・ 

第９期介護保険事業計画） 

・へきなん健康づくり 21プラン 

・へきなん障害者ハーモニープラン 

（障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画） 

・碧南市子ども・子育て支援事業計画 

・その他関連計画 

整合・連携 

へきなん地域福祉ハッピープラン 

（地域福祉計画） 

碧南市総合計画 

【 国 】 

・国の基本指針 

・各種通知 

・認知症施策推進大綱 

・あいち福祉保健医療ビジョン 

・愛知県高齢者福祉保健医療計画 

・愛知県地域保健医療計画 

整合 
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（３）計画の期間  

本計画の期間は、令和６年度から令和８年度までの３年間です。 

現役世代が急減する令和22年（2040年）を見据えた中長期的な視点を持つも

のであるとともに、法制度の改正や社会情勢等の状況に応じて随時見直し・改

善を図ることができるものとします。 

 
 

令和 
３年度 

（2021） 

令和 
４年度 

（2022） 

令和 
５年度 

（2023） 

令和 
６年度 

（2024） 

令和 
７年度 

（2025） 

令和 
８年度 

（2026） 

令和 
９年度 

（2027） 

令和 
10 年度 

（2028） 

令和 
11 年度 

（2029） 

         

 

  

第９期計画 

2024～2026 第 10期計画 

2027～2029 

第８期計画 

2021～2023 

＜令和 22（2040）年までの見通し＞ 
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３ 計画の策定体制 

（１）計画策定に向けての実態把握  

本計画の策定にあたって、高齢者やその介護者の実態や課題、意見や要望等

を把握するために、一般高齢者（要支援認定者含む）を対象とした「健康とく

らしの調査」及び在宅の要介護認定者、サービス提供事業所、ケアマネジャー

を対象とした「介護保険・福祉に関するアンケート調査」を実施し、計画の基

礎資料としました。 

 

【健康とくらしの調査（日常生活圏域ニーズ調査）】 

・調査地域：碧南市全域 

・調査対象者：要介護認定を受けていない65歳以上の高齢者（要支援認定者 

含む） 

・抽出方法：単純無作為抽出 

・調査時期：令和４年１１月 

・調査方法：郵送配布、郵送回収 

対象者 配布数 回収数 回収率 

65歳以上の高齢者 7,500件 5,555件 74.1％ 

 

【介護保険・福祉に関するアンケート調査】 

・調査地域：碧南市全域 

・調査対象者：要介護認定者、サービス提供事業所、ケアマネジャー 

・抽出方法：要介護認定者   ・・・無作為抽出 

           サービス提供事業所・・・全事業所 

ケアマネジャー  ・・・全事業所 

・調査時期：令和５年２月 

・調査方法：郵送配布、郵送回収またはインターネット回答 

対象者 配布数 回収数 回収率 

要介護認定者 1,000件 461件 46.1％ 

サービス提供事業所 74通 67通 90.5％ 

ケアマネジャー 63通 49通 77.8％ 
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（２）碧南市介護保険運営協議会による検討  

高齢者福祉事業・介護保険事業の運営には、幅広い関係者の協力を得て、

地域の実情に応じたものとすることが求められるため、保健・医療・福祉関

係者や介護保険被保険者の代表者等によって構成する「碧南市介護保険運営

協議会」を設置しています。 

本計画の策定にあたって、「碧南市介護保険運営協議会」において、各種施策

等の計画内容を協議・検討し、意見や要望の集約を図りました。 

 

（３）パブリックコメントの実施  

より多くの市民の意見を反映させるため、令和５年12月15日から令和６年１

月15日までパブリックコメントを実施しました。 
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第２章    高齢者を取り巻く状況 

 

 

１ 高齢者の状況 

（１）高齢者人口の推移  

碧南市の人口は令和元年をピークに減少傾向となり、令和４年10月１日では

72,756人となっています。一方、高齢者人口（65歳以上人口）は概ね増加傾向

にあり、令和４年では17,402人、高齢化率は23.9％となっています。 

国勢調査を基に算出した令和４年の高齢化率を他の地域と比較すると、碧南

市の高齢化率は全国・愛知県より低くなっています。近隣市との比較では、西

尾市より低く、刈谷市・安城市・知立市・高浜市より高くなっています。 

 

碧南市の年齢別人口の推移 

単位：人 

項目 平成 30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

総数 73,015 73,184 72,997 72,799 72,756 

0～14歳 
10,295 10,170 10,011 9,846 9,756 

14.1％ 13.9％ 13.7％ 13.5％ 13.4％ 

15～64歳 
45,747 45,903 45,653 45,550 45,598 

62.7％ 62.7％ 62.5％ 62.6％ 62.7％ 

65歳以上 
16,973 17,111 17,333 17,403 17,402 

23.2％ 23.4％ 23.7％ 23.9％ 23.9％ 

65～74歳(再掲) 
8,389 8,354 8,472 8,549 8,306 

11.5％ 11.4％ 11.6％ 11.7％ 11.4％ 

75歳以上(再掲) 
8,584 8,757 8,861 8,854 9,096 

11.8％ 12.0％ 12.1％ 12.2％ 12.5％ 

 

資料：住民基本台帳(各年 10月 1 日時点) 
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高齢化率の状況＜全国・愛知県・近隣市との比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「国勢調査」および国立社会保障・                   

人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(令和４年時点) 

 

 

（２）高齢化の進行状況  

第１号被保険者のうち、前期高齢者は令和３年をピークに、令和４年は減少

しています。一方、後期高齢者は増加傾向が続き、令和４年には9,164人となり、

割合も52.6％と過半数となっています。 

碧南市の後期高齢者の割合は全国・愛知県より低く、近隣市と比較すると最

も高くなっています。 

 

前期・後期別 65 歳以上被保険者数の推移 

単位：人 

項目 平成 30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

第１号被保険者 16,987 17,148 17,368 17,443 17,436 

前期高齢者 

（65～74歳） 

8,374 8,351 8,482 8,540 8,272 

49.3％ 48.7％ 48.8％ 49.0％ 47.4％ 

後期高齢者 

（75歳以上） 

8,613 8,797 8,886 8,903 9,164 

50.7％ 51.3％ 51.2％ 51.0％ 52.6％ 

 

資料：「介護保険事業状況報告」月報（各年 10 月末時点） 
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65 歳以上被保険者にしめる前期高齢者・後期高齢者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「介護保険事業状況報告」月報（各年 10 月末時点） 

 

 

前期・後期別高齢者数割合＜全国・愛知県・近隣市との比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「介護保険事業状況報告」月報（令和 5 年 3 月末時点） 
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（３）高齢者世帯の状況  

碧南市の「高齢者を含む世帯」は、令和２年で11,087世帯であり、一般世帯

の39.2％を占めています。高齢独居世帯は一般世帯の8.2％、高齢夫婦世帯は一

般世帯の8.7％を占め、両者を合わせた「高齢者のみの世帯」は一般世帯の

16.9％を占めています。 

碧南市の高齢者を含む世帯の割合は全国より低く、愛知県より高くなってい

ます。近隣市と比較すると、西尾市より低く、刈谷市・安城市・知立市・高浜

市より高くなっています。 

高齢独居世帯の割合は、全国・愛知県より低く、近隣市と比較すると最も高

くなっています。 

また、高齢夫婦世帯の割合は、全国・愛知県より低く、近隣市と比較すると、

西尾市より低く、刈谷市・安城市・知立市・高浜市より高くなっています。 

 

高齢者世帯の状況＜全国・愛知県・近隣市との比較＞ 

単位：世帯 

項目 全国 愛知県 碧南市 刈谷市 安城市 西尾市 知立市 高浜市 

一般世帯数 55,704,949 3,233,126 28,258 67,646 75,253 61,910 31,671 18,225 

高齢者を含む 

世帯数 
22,655,031 1,197,268 11,087 19,746 25,269 27,147 9,348 5,763 

高齢独居世帯数 6,716,806 323,796 2,322 5,279 5,495 4,922 2,458 1,311 

高齢夫婦世帯数 5,830,834 313,172 2,454 5,497 6,235 5,636 2,439 1,258 

高齢者を含む 

世帯の割合 
40.7％ 37.0％ 39.2％ 29.2％ 33.6％ 43.8％ 29.5％ 31.6％ 

高齢者独居世帯

の割合 
12.1％ 10.0％ 8.2％ 7.8％ 7.3％ 8.0％ 7.8％ 7.2％ 

高齢者夫婦世帯

の割合 
10.5％ 9.7％ 8.7％ 8.1％ 8.3％ 9.1％ 7.7％ 6.9％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２年）  
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２ 要介護認定者等の状況 

（１）認定者数の推移  

碧南市の認定者数は、令和４年で2,913人となっており、増加傾向にあります。

要介護度別でみると、いずれの要介護度においても認定者数は概ね増加してお

り、特に要支援１の伸びが大きくなっています。 

認定率は微増ではありますが、年々増加しており、令和４年には16.7％とな

っています。碧南市の認定率は全国・愛知県より低い水準で推移しています。 

 

要介護度別認定者数及び認定率の推移 

単位：人 

項目 平成 30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

要支援１ 298 331 391 411 445 

要支援２ 443 478 454 493 494 

要介護１ 491 541 497 502 517 

要介護２ 443 426 447 447 429 

要介護３ 357 360 393 417 419 

要介護４ 332 336 357 385 404 

要介護５ 203 198 188 190 205 

認定者数 2,567 2,670 2,727 2,845 2,913 

第 1号被保険者数 16,987 17,148 17,368 17,443 17,436 

認定率 

碧南市 15.1％ 15.6％ 15.7％ 16.3％ 16.7％ 

愛知県 16.3％ 16.6％ 16.8％ 17.1％ 17.4％ 

全国 18.3％ 18.5％ 18.6％ 18.8％ 19.1％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

資料：「介護保険事業状況報告」月報（各年 10 月末時点）  
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碧南市の認定率は、近隣市と比較すると、高浜市に次いで高くなっています。 

 

認定率と後期高齢者率＜全国・愛知県・近隣市との比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「介護保険事業状況報告」月報（令和４年 10 月末時点） 

 

 

第１号被保険者に対する要介護度別の認定者の割合について、全国を「１」

とした場合、要支援２では「１」以上、それ以外の要介護度では「１」以下と

なっています。 

 

要介護度別認定者の割合（全国を１とした場合の比率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「介護保険事業状況報告」月報（令和４年 10 月末時点） 
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（２）重度化の状況  

認定者数の推移を軽度（要支援１～要介護２）・重度（要介護３～要介護５）

の別でみると、重度の割合が上昇しており、令和４年で認定者に占める軽度認

定者の割合は64.7％、重度認定者の割合は35.3％となっています。 

 

重度・軽度別認定者数及び認定率の推移 

単位：人 

項目 平成 30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

認定者計 2,567 2,670 2,727 2,845 2,913 

軽度認定者 

（要介護２以下） 

1,675 1,776 1,789 1,853 1,885 

65.3％ 66.5％ 65.6％ 65.1％ 64.7％ 

重度認定者 

（要介護３以上） 

892 894 938 992 1,028 

34.7％ 33.5％ 34.4％ 34.9％ 35.3％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「介護保険事業状況報告」月報（各年 10 月末時点）  
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３ 高齢者の今後の状況（推計） 

（１）高齢者人口の推計  

碧南市の高齢者人口及び高齢化率は徐々に増加していくことが予測されま

す。高齢者人口は令和５年度で17,629人、令和７年度で17,884人、令和９年度

で18,142人、令和22年度で20,379人となる見込みです。 

高齢者に占める後期高齢者の割合は、令和９年度まで増加していくことが見

込まれます。 

  

高齢者人口の推計 

単位：人 

項目 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和22年度 

高齢者人口 17,629 17,757 17,884 18,013 18,142 20,379 

前期高齢者 

（65～74歳） 

7,981 7,843 7,704 7,691 7,678 9,151 

45.3％ 44.2％ 43.1％ 42.7％ 42.3％ 44.9％ 

後期高齢者 

（75歳以上） 

9,648 9,914 10,180 10,322 10,465 11,228 

54.7％ 55.8％ 56.9％ 57.3％ 57.7％ 55.1％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

資料：総務省「国勢調査」および国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」                                        
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（２）認定者数の推計  

碧南市の認定者数は徐々に増加していくことが予測されており、認定者数は

令和５年度で2,944人、令和７年度で3,079人、令和９年度で3,225人、令和22年

度で3,868人となる見込みです。要介護度別でみると、いずれの要介護度におい

ても認定者数は増加傾向と予測されます。 

認定率は年々増加していくと予測され、令和５年度で16.8％、令和７年度で

17.5％、令和９年度で18.1％、令和22年度で19.3％となる見込みです。 

重度認定者（要介護３～要介護５）の割合は35％前後で推移する見込みです。 

 

要介護度別認定者数及び認定率の推移 

単位：人 

項目 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和22年度 

要支援１ 423  450  463  472  506 558  

要支援２ 517  519  529  542  540 642  

要介護１ 521  532  548  563  585 698  

要介護２ 462  458  476  487  456 608  

要介護３ 380  385  387  391  395 485  

要介護４ 414  426  433  446  477 559  

要介護５ 227  238  243  247  266 318  

認定者数 2,944 3,008  3,079  3,148  3,225 3,868 

第 1 号被保険者数 17,493 17,557 17,621 17,747 17,846 20,052 

重度認定者の割合 34.7 34.9 34.5 34.4 35.3 35.2 

認定率 16.8 17.1 17.5 17.7 18.1 19.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域包括ケア見える化システムによる推計値 
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４ 日常生活圏域別の状況 

介護保険事業計画では、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続することができるよ

うにするため、地理的条件、人口、交通事情、その他の社会的条件、介護給付等対象

サービスを提供するための施設整備の状況等を総合的に勘案して、市内を日常生活圏

域に分け、区域を定めることとされています。 

本市では、６つの日常生活圏域を定めて、地域密着型サービスやその他の高齢者サ

ービスの面的な整備を推進します。 

 

【地域包括支援センター】 

①碧南社協地域包括支援センター 

②碧南社協地域包括支援センター 

西端出張所 

③碧南東部地域包括支援センター 

④碧南南部地域包括支援センター 

【介護老人福祉施設】 

⑤特別養護老人ホームシルバーピア 

みどり苑 

⑥特別養護老人ホーム川口結いの家 

⑦特別養護老人ホームひまわり 

 

【介護老人保健施設】 

⑧老人保健施設向陽 

⑦老人保健施設ひまわり 

 

【介護医療院】 

⑨新川中央病院介護医療院 

 

【グループホーム】 

⑤グループホームみどり 

⑥グループホーム川口結いの家 

⑩アルクオーレ碧南 

⑪グループホーム向陽 

⑫グループホームたなお 

⑬グループホーム琴葉向陽 

※番号の重複は、同一敷地内のため 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

西端地区 
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棚尾地区 

大浜地区 

中央地区 

新川地区 

市役所 

１ 

５ 

８ 

６ 

７ 
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3 

【設定の考え方】 

碧南市における日常生活圏域の設定については、地域での住民活

動が、主に町内会をはじめとした行政区を単位にして行われている

ことから、新川、中央、大浜、棚尾、旭、西端の６つの行政区を日

常生活圏域として設定します。 

しかし、施設整備や介護サービスの展開において、必ずしも各行

政区すべてに行う必要のない場合もあるので、その場合は、隣接す

る区域をあわせて１つのものとしてとらえる等、柔軟な対応を図る

こととします。 

 12 

10 

 13 

４ 
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（１）高齢化の状況  

日常生活圏域別に高齢化率を比較すると、高齢化率は西端が最も高く27.0％、

次いで新川が24.3％、棚尾・中央が24.2％、最も低いのは旭で22.4％となって

います。 

 

日常生活圏域別の高齢化率 

単位：人 

項目 新川 中央 大浜 棚尾 旭 西端 計 

人口 15,378 9,910 15,923 6,303 16,759 8,186 72,459 

第 1号被保険者 3,738 2,396 3,747 1,525 3,757 2,211 17,374 

高齢化率 24.3％ 24.2％ 23.5％ 24.2％ 22.4％ 27.0％ 24.0％ 

前期高齢者 1,687 1,120 1,784 726 1,820 1,014 8,151 

後期高齢者 2,051 1,276 1,963 799 1,937 1,197 9,223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

資料：高齢介護課(令和５年４月１日時点）  
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（２）認定率の状況  

日常生活圏域別に認定率を比較すると、認定率は大浜が最も高く18.2％、次

いで棚尾が18.0％、新川が16.6％、最も低いのは西端で14.0％となっています。 

 

日常生活圏域別の認定者数及び認定率 

単位：人 

項目 新川 中央 大浜 棚尾 旭 西端 計 

第 1号被保険者 3,738 2,396 3,747 1,525 3,757 2,211 17,374 

認定者数 620 371 682 274 614 310 2,871 

認定率 16.6％ 15.5％ 18.2％ 18.0％ 16.3％ 14.0％ 16.5％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高齢介護課（令和５年４月１日時点）  
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（３）地域資源の状況  

日常生活圏域別の主な介護サービス等の事業所数は以下のとおりです。 

 

日常生活圏域別の介護サービス事業所数 

 

項目 新川 中央 大浜 棚尾 旭 西端 計 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

訪問介護 2  1 1 6 2 12 

訪問看護 3 1 1  3  8 

訪問リハビリテーション 1    1  2 

通所介護 2 1 2  6  11 

通所リハビリテーション 1 1   1  3 

福祉用具貸与・販売  2     2 

小計 9 5 4 1 17 2 38 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス 

地域密着型通所介護 2  3 2 4 2 13 

認知症対応型通所介護     1  1 

小規模多機能型居宅介護     1  1 

認知症対応型共同生活介護  
2 

（36） 

1 

（9） 

1 

（18） 

1 

（18） 

1 

（9） 

6 

（90） 

小計 2 2 4 3 7 3 21 

施
設
サ
ー
ビ
ス 

介護老人福祉施設   
1 

（100） 
 

1 

（80） 

1 

（80） 

3 

（260） 

介護老人保健施設  
1 

（100） 
  

1 

（100） 
 

2 

（200） 

介護医療院 
1 

（58） 
     

1 

（58） 

小計 1 1 1  2 1 6 

居宅介護支援 2 1  1 4 1 9 

有料老人ホーム  
1 

（54） 
    

1 

（54） 

サービス付き高齢者向け住宅     
3 

（93） 
 

3 

（93） 

備考：（  ）内は定員数 

日常生活圏域別の総合事業サービス事業所数 

 

項目 新川 中央 大浜 棚尾 旭 西端 計 

訪問型サービス 
予防専門型 1  1 1 3 2 8 

家事援助型 1  1 1  1 4 

通所型サービス 

予防専門型 4 1 5 1 8 2 21 

運動器中心型    1 1 1 3 

ミニデイ型     2  2 

小計 6 1 7 4 14 6 38 
※居宅サービスも提供している事業所については、再掲となる。 

※複数のサービスを提供している事業所があるため事業所数とは一致しない。 

 

資料：愛知県、高齢介護課（令和５年４月 1 日時点）  
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５ 介護保険事業の状況 

（１）介護サービスの利用状況  

令和４年の受給者数をサービス類型別でみると、平成30年に比べて在宅サー

ビス受給者数は206人増加、居住系サービス※１受給者数は10人増加、施設サー

ビス※２受給者数は12人減少しています。 

令和４年の第１号被保険者１人あたりの在宅サービス受給率を他の地域と

比較すると、碧南市の在宅サービス受給率は全国と同じ水準で、愛知県よりや

や高くなっており、近隣の市と比較すると、最も高くなっています。 

 

サービス類型別の受給状況の推移 

単位：人 

項目 平成 30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

認定者数 2,567 2,670 2,727 2,845 2,913 

受給者数 

在宅サービス 1,607 1,681 1,725 1,801 1,813 

居住系サービス 98 112 101 112 108 

施設サービス 479 457 460 456 467 

受給率 

（認定者） 

在宅サービス 62.6％ 63.0％ 63.3％ 63.3％ 62.2％ 

居住系サービス 3.8％ 4.2％ 3.7％ 3.9％ 3.7％ 

施設サービス 18.7％ 17.1％ 16.9％ 16.0％ 16.0％ 

 

資料：「介護保険事業状況報告」月報（各年 10 月末時点・10 月利用分） 

 

第１号被保険者１人あたりのサービス受給率＜全国・愛知県・近隣市との比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

資料：「介護保険事業状況報告」月報（令和４年 10 月利用分） 

 

※１ 居住系サービス：特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護 

※２ 施設サービス：介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、 

介護療養型医療施設、介護医療院  

10.4 10.0 10.3 9.4 8.9 8.9 8.6
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3.1
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20.0

全国 愛知県 碧南市 刈谷市 安城市 西尾市 知立市 高浜市

（％）

在宅サービス 居住系サービス 施設サービス
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（２）サービス類型別の受給率のバランス  

令和４年の在宅サービスの受給率と施設・居住系サービスの受給率のバラン

スを他の地域と比較すると、碧南市は在宅サービス受給率で全国と同率で、愛

知県より高くなっています。施設・居住系サービス受給率では全国・愛知県よ

り低くなっています。 

近隣市との比較では、在宅サービス受給率は他の市より高く、施設・居住系

サービス受給率は高浜市・刈谷市・西尾市に次いで高くなっています。 
 

サービス類型別の受給率のバランス＜全国・愛知県・近隣市との比較＞ 

     （％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          （％） 

 

 

資料：「介護保険事業状況報告」月報（令和４年 10 月末時点） 

 

（３）給付費の推移  

令和４年10月の介護（介護予防）給付費（１か月分）は3億8,169万円となっ

ており、平成30年10月と比較すると約5,546万円増加しています。 

 

サービス類型別の受給状況の推移 

単位：千円 

項目 平成 30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

居宅サービス 168,025 177,520 188,644 195,319 199,802 

地域密着型サービス 35,111 40,564 44,791 45,621 45,999 

施設サービス 123,092 131,680 132,083 134,712 135,888 

合計 326,228 349,764 365,517 375,652 381,688 

資料：「介護保険事業状況報告」月報（各年 10 月利用分）  

全国愛知県

碧南市

刈谷市

安城市

西尾市知立市

高浜市

8

8.5

9

9.5

10

10.5

11

2.5 3 3.5 4 4.5

受
給
率
（
在
宅
サ
ー
ビ
ス
）

受給率（施設・居住系サービス）



     

 
23 

 

（４）給付費の構成比  

介護保険サービス別給付構成比を他の地域と比較すると、居宅サービスは全

国より高く愛知県より低く、地域密着型サービスは全国・愛知県よりも低く、

施設サービスは全国・愛知県よりも高くなっています。 

近隣市との比較では、居宅サービスは西尾市に次いで低く、施設サービスは

西尾市に次いで高くなっています。 

 

給付費水準＜全国・愛知県・近隣市との比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

資料：「介護保険事業状況報告」月報（令和４年 10 月利用分） 

 

全体の給付費に占める居宅サービスの給付費を他の地域と比較すると、訪問

系サービスは全国・愛知県よりも低く、通所系サービスは全国・愛知県より高

くなっています。 

近隣市との比較では、通所系サービスは高浜市に次いで高くなっています。 

 

居宅サービス給付費水準＜全国・愛知県・近隣市との比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「介護保険事業状況報告」月報（令和４年 10 月利用分）  
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（５）第１号被保険者あたりの給付月額  

① 居宅サービス 

第１号被保険者あたりの居宅サービス給付月額を全国・愛知県と比較すると、

「通所介護」「通所リハビリテーション」が全国・愛知県よりも高く、「訪問介

護」「特定施設入居者生活介護」が低くなっています。 

 

居宅サービス第 1 号被保険者あたりの給付月額＜全国・愛知県との比較＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「介護保険事業状況報告」月報（令和４年 10 月利用分）  
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② 地域密着型サービス 

第１号被保険者あたりの地域密着型サービス給付月額を全国・愛知県と比較

すると、「地域密着型通所介護」で全国・愛知県より高くなっています。また、

「小規模多機能型居宅介護」で全国・愛知県より低くなっています。 

 

地域密着型サービス第 1 号被保険者あたりの給付月額＜全国・愛知県との比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「介護保険事業状況報告」月報（令和４年 10 月利用分） 

 

③ 施設サービス 

第１号被保険者あたりの施設サービス給付月額を全国・愛知県と比較すると、

「介護老人福祉施設」で全国・愛知県より高くなっています。 

 

施設サービス第 1 号被保険者あたりの給付月額＜全国・愛知県との比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「介護保険事業状況報告」月報（令和４年 10 月利用分）  
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６ 介護保険以外の施設の設置状況 

有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅は、多様な介護ニーズの受

け皿となっており、碧南市の令和５年４月１日時点の有料老人ホーム及びサー

ビス付き高齢者向け住宅の入居者における要支援・介護認定者の割合は９割以

上を占めています。さらに要介護３以上の認定者の割合は約５割を占め、重度

認定者の受け皿としても機能しています。 

 

有料老人ホームの状況 

 

項目 
施設数 

（か所） 

定員数 

（人） 

入居者数 

（人） 

自立

（人） 

  

要支援～ 

要介護２

（人） 

要介護３ 

以上

（人） 

有料老人ホーム 1 54 41 3 19 19 

 

資料：愛知県（令和５年４月１日時点） 

 

サービス付き高齢者向け住宅の状況 

 

項目 
施設数 

（か所） 

定員数 

（人） 

入居者数 

（人） 

自立

（人） 

  

要支援～ 

要介護２

（人） 

要介護３ 

以上

（人） 

サービス付き 

高齢者向け住宅 
3 93 89 1 41 47 

 

資料：愛知県（令和５年４月１日時点） 
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７ アンケート調査結果からみた現状 

（１）要介護認定者調査の結果  

① 回答者属性 

ア 現在抱えている傷病 

「認知症(アルツハイマー病等) 」の割合が37.1％と最も高く、次いで「脳血

管疾患（脳卒中）」、「眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）」の割合

が15.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 461 ％

脳血管疾患（脳卒中）

心臓病

がん（悪性新生物）

呼吸器の病気（肺気腫・肺炎等）

腎疾患（透析）

筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄
症等）

膠原病（関節リウマチを含む）

変形性関節疾患

認知症( アルツハイマー病等)

パーキンソン病

難病（パーキンソン病を除く）

糖尿病

眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴う
もの）

その他

なし

わからない

無回答

15.4

15.0

5.2

6.3

2.8

15.2

3.5

7.2

37.1

4.1

3.9

15.2

15.4

20.8

3.0

3.0

3.3

0 20 40 60 80 100
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イ 生活状況 

「自立しているが介助なしでは外出できない」の割合が47.5％と最も高く、

次いで「日中はベッドの上での生活が多いが、車いすで移動することができる」

の割合が22.1％、「一日中ベッド上で過ごし、寝たきりの状態である」の割合が

16.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 自身が介護している人に、認知症の症状（記憶が抜け落ちてしまう、日時

や場所がわからない、今までできたことができなくなる等）がみられるか 

「みられる」の割合が56.4％、「みられない」の割合が34.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 461 ％

自立しており、ひとりで外出できる

自立しているが介助なしでは外出できない

日中はベッドの上での生活が多いが、車いすで移
動することができる

一日中ベッド上で過ごし、寝たきりの状態である

無回答

11.9

47.5

22.1

16.9

1.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 358 ％

みられる

みられない

無回答

56.4

34.4

9.2

0 20 40 60 80 100



     

 
29 

 

②介護保険サービス等の利用状況について（要介護認定者） 

ア 今後利用したい介護保険サービス 

「通所介護（デイサービス）」の割合が49.0％と最も高く、次いで「福祉用具

貸与・特定福祉用具販売」の割合が44.9％、「短期入所生活介護・短期入所療養

介護（ショートステイ）」の割合が35.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 396 ％

訪問介護（ホームヘルプサービス）

訪問入浴介護

訪問リハビリテーション

訪問看護

居宅療養管理指導

通所介護（デイサービス）

通所リハビリテーション（デイケア）

短期入所生活介護・短期入所療養介護（ショートス
テイ）

福祉用具貸与・特定福祉用具販売

住宅改修費の支給

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

夜間対応型訪問介護

特にない（今のままでよい）

無回答

34.3

17.9

21.7

31.3

14.4

49.0

27.0

35.1

44.9

23.7

13.4

20.2

10.1

12.6

9.3

8.1

0 20 40 60 80 100
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イ 今後、在宅生活に必要な支援・サービス 

「特になし」の割合が35.1％と最も高く、次いで「移送サービス（介護・福

祉タクシー等）」の割合が22.2％、「配食」の割合が16.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 396 ％

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉タクシー等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

無回答

16.7

5.6

8.3

7.1

7.6

15.9

22.2

13.6

7.1

3.3

35.1

16.9

0 20 40 60 80 100
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③在宅医療について（要介護認定者） 

ア 在宅医療を利用しての自宅での生活の継続希望 

「はい」の割合が71.5％、「いいえ」の割合が20.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 「人生会議」（ＡＣＰ）（※万が一のときに備えて、どのような治療やケア

を希望するかについて、家族等やかかりつけ医等と繰り返し話し合うこ

と）の認知について 

「知らない」の割合が70.7％と最も高く、次いで「言葉を聞いたことはある」

の割合が17.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 396 ％

はい

いいえ

無回答

71.5

20.5

8.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 396 ％

よく知っている

言葉を聞いたことはある

知らない

無回答

4.5

17.7

70.7

7.1

0 20 40 60 80 100
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ウ 在宅医療を受けたいと思う条件 

「とてもそう思う」の割合が最も高いのは「訪問診療・往診をしてくれる専

門病院がある」で49.5％、次いで高いのは「在宅医療を受けるとどのような生

活になるかがわかる」で、39.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 396

自宅でどのような医療を受けられる
かがわかる

在宅医療を受けるとどのような生活
になるかがわかる

かかりつけの病院が訪問診療・往
診をしてくれる

訪問診療・往診をしてくれる専門病
院がある

緊急時にはすぐに対応してもらえる

訪問看護でどのようなことをするか
がわかる

在宅医療を受けることで家族の負担
が減る

家族が、介護や看護の方法につい
て十分な指導を受けられる

一人暮らしでも自宅で療養を続ける
ことができる

入院するよりも費用が抑えられる

看取りの際のサポートが受けられる

家族が（介護者が）介護に疲れたと
きに一週間程度入院ができる

医療処置がある場合でもデイサービ
ス・ショートステイを利用できる

その他

27.5

24.7

39.9

36.9

49.5

33.1

33.8

29.3

23.5

24.7

31.8

36.4

36.4

1.8

35.1

35.6

23.2

24.0

17.7

31.8

30.3

35.9

25.3

32.1

29.8

30.8

32.1

2.0

9.3

9.3

8.8

6.8

6.1

8.6

8.1

8.8

14.4

13.1

10.1

7.6

6.1

0.8

5.6

7.1

7.1

8.3

6.1

5.3

6.6

4.8

13.9

8.1

5.1

5.3

4.0

4.0

22.5

23.2

21.0

24.0

20.7

21.2

21.2

21.2

23.0

22.0

23.2

19.9

21.5

91.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とてもそう思う やや思う あまり思わない 思わない 無回答
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④災害時の対応について（要介護認定者） 

ア 自力で避難できるか 

「できない」の割合が75.0％と最も高く、次いで「わからない」の割合が

12.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 避難を支援してくれる人の有無 

「いる」の割合が59.8％と最も高く、次いで「わからない」の割合が19.4％、

「いない」の割合が14.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 396 ％

できる

できない

わからない

無回答

7.6

75.0

12.1

5.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 396 ％

いる

いない

わからない

無回答

59.8

14.9

19.4

5.8

0 20 40 60 80 100
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⑤主に介護している方について（要介護認定者） 

ア 主な介護者の年齢 

「75歳以上」の割合が34.9％と最も高く、次いで「50～59歳」の割合が18.2％、

「65～69歳」の割合が13.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 358 ％

15歳未満

15～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75歳以上

無回答

0.0

0.0

0.0

2.0

2.5

18.2

13.4

13.7

11.7

34.9

3.6

0 20 40 60 80 100
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イ 不安に感じる介護 

「認知症状への対応」の割合が35.2％と最も高く、次いで「食事の準備（調

理等）」の割合が32.1％、「日中の排泄」の割合が31.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ウ 主な介護者の勤務形態 

「働いていない」の割合が52.2％と最も高く、次いで「フルタイムで働いて

いる」の割合が19.0％、「パートタイムで働いている」の割合が17.3％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 358 ％

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

わからない

無回答

31.0

29.6

19.3

27.9

17.3

19.8

20.1

30.7

26.5

35.2

7.5

32.1

26.8

27.4

3.9

6.4

10.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 358 ％

フルタイムで働いている

パートタイムで働いている

働いていない

主な介護者に確認しないとわからない

無回答

19.0

17.3

52.2

0.3

11.2

0 20 40 60 80 100
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エ 働き方の調整の有無 

「特に行っていない」、「介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短期間

勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている」の割合が37.7％と最も

高く、次いで「介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を取りながら、働

いている」の割合が20.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 仕事と介護の両立のための勤め先からの支援 

「介護休業・介護休暇等の制度の充実」の割合が31.5％と最も高く、次いで

「制度を利用しやすい職場づくり」の割合が25.4％、「労働時間の柔軟な選択

（フレックスタイム制など）」の割合が23.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 130 ％

特に行っていない

介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短期間勤務、
遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている

介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を取りなが
ら、働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、働いている

介護のために、２～４以外の調整をしながら、働いている

無回答

37.7

37.7

20.8

3.8

10.8

3.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 130 ％

自営業・フリーランス等のため、勤め先は
ない

介護休業・介護休暇等の制度の充実

制度を利用しやすい職場づくり

労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム
制など）

働く場所の多様化（在宅勤務・テレワーク
など）

仕事と介護の両立に関する情報の提供

介護に関する相談窓口・相談担当者の設置

介護をしている従業員への経済的な支援

その他

特にない

無回答

16.2

31.5

25.4

23.1

4.6

10.0

6.9

20.8

1.5

19.2

3.8

0 20 40 60 80 100



     

 
37 

 

（２）ケアマネジャーの調査結果  

ア 地域包括支援センターとの連携に必要なこと 

「相談体制の充実」の割合が38.8％と最も高く、次いで「社会資源（地域資

源）等の情報発信・共有」、「お互いの顔の見える関係づくりの推進（事業者交

流会など）」の割合が24.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ ケアマネジメントにあたって、問題があると考えていること 

「地域の社会資源（地域ボランティア等）についての情報が把握しづらい」

の割合が67.3％と最も高く、次いで「ケアマネジャー１人あたりが担当する利

用者数が多い」の割合が42.9％、「サービスを提供する事業所が不足している」

の割合が36.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 49 ％

相談体制の充実

社会資源（地域資源）等の情報発信・共有

お互いの顔の見える関係づくりの推進（事
業者交流会など）

地域ケア会議等、事例検討会への参加

無回答

38.8

24.5

24.5

6.1

6.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 49 ％

ケアマネジャー１人あたりが担当する利用者数が
多い

サービス内容の変更やキャンセルが多い

サービス担当者会議（ケアカンファレンス）を開
催できない

支援困難者への対応が困難である

サービス事業者の情報が不足している

介護保険制度に関する情報が不足している

行政の高齢者保健福祉サービスに関する情報が不
足している

利用者や家族の介護保険サービス利用に対する理
解が不足している

給付管理や介護報酬請求業務などの事務作業が多
い

サービスを提供する事業所が不足している

質のよいサービスを提供している事業所が少ない

地域の社会資源（地域ボランティア等）について
の情報が把握しづらい

医療機関からの情報提供が不足している

医療機関との連携が取りづらい

その他

特にない

無回答

42.9

8.2

4.1

32.7

8.2

6.1

8.2

32.7

22.4

36.7

12.2

67.3

16.3

14.3

8.2

8.2

0.0

0 20 40 60 80 100
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ウ 担当利用者に対し、ケアマネジメント業務以外で行っている支援 

「利用者以外の家族に対する支援」の割合が63.3％と最も高く、次いで「介

護保険以外の各種申請（給付金など）」の割合が55.1％、「受診同行」の割合が

32.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 49 ％

受診同行

受診への送迎

救急車への同乗

緊急入院した場合の対応・手続き

介護保険以外の各種申請（給付金など）

利用者以外の家族に対する支援

徘徊時の捜索、捜索依頼等の対応

薬局への処方箋の提出、受け取り

介護サービスで対応できない家事

金銭に関すること

介護サービス以外の利用時の立会い

いずれも行っていない

無回答

32.7

6.1

4.1

22.4

55.1

63.3

30.6

4.1

4.1

12.2

24.5

18.4

0.0

0 20 40 60 80 100
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（３）介護保険サービス事業者の調査結果  

ア サービス提供状況のバランス 

「職員数が不足しており、サービス提供量に余裕がない」の割合が39.7％と

最も高く、次いで「利用者数が少なく、サービス提供量に余裕がある」、「サー

ビス需要量とサービス提供量のバランスが取れている」の割合が29.4％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 人材育成の問題点 

「部下を育てることのできる管理者やリーダーが数少ない」の割合が41.2％

と最も高く、次いで「研修の成果をフォローアップする仕組みがない」の割合

が26.5％、「研修の対象者が少ないため、内部で効率的な集合研修が難しい」の

割合が23.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 68 ％

研修の対象者が少ないため、内部で効率的な集合研
修が難しい

外部の研修では、なかなか実務の改善に結びつく内
容にならない

部下を育てることのできる管理者やリーダーが数少
ない

研修や訓練に力を入れても、すぐに辞めてしまう職
員が多い

職場で日常業務に取り組んでいるとき、上司や先輩
の指導体制がない

研修の成果をフォローアップする仕組みがない

組織の中に人を育てる文化ができていない

職員は自分のキャリアを描くことができないので研
修への動機づけが難しい

研修の組み立て方がわからない

人材育成の仕組みをどのように作り上げればよいの
かわからない

その他

無回答

23.5

19.1

41.2

2.9

7.4

26.5

11.8

10.3

4.4

8.8

4.4

5.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 68 ％

職員数が不足しており、サービス提供量に
余裕がない

利用者数が少なく、サービス提供量に余裕
がある

サービス需要量とサービス提供量のバラン
スが取れている

無回答

39.7

29.4

29.4

1.5

0 20 40 60 80 100
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ウ 職員の確保と定着率向上の問題点 

「賃金や賞与など金銭的な処遇条件の改善に限界がある」の割合が33.8％と

最も高く、次いで「職場の人間関係にともなう感情的な摩擦や対立が生じる」

の割合が30.9％、「不規則な勤務体制にならざるをえない」の割合が26.5％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 人材確保及び就労環境改善に必要なこと 

「各種研修や資格取得等に対する受講料補助」の割合が50.0％と最も高く、

次いで「介護職に対するイメージアップを図るセミナー等の開催」の割合が

32.4％、「無料登録できる人材募集サイト」の割合が25.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 68 ％

介護職員の負担軽減のための介護ロボット
等介護機器の導入

介護職に対するイメージアップを図るセミ
ナー等の開催

事業所が企業展等へ出展した場合の出展補
助

各種研修や資格取得等に対する受講料補助

子育て支援の充実（事業所内保育所の設置
や保育費用の支援等）

無料登録できる人材募集サイト

市外から市内事業所へ就職した場合の家賃
補助

その他

無回答

19.1

32.4

4.4

50.0

22.1

25.0

14.7

10.3

5.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 68 ％

介護職がキャリアアップを図れるような機会や仕組
みが十分でない

介護の仕事自体の深さや面白さを気づかないうちに
辞めていく

日々の介護の中で仕事の成果を実感したり、問題点
を認識しがたい

施設独自の介護の理論と方法論を確立し、職員を育
成するにいたっていない

会議やミーティングでオープンな議論が難しい

職場の人間関係にともなう感情的な摩擦や対立が生
じる

身体的・精神的な負担が厳しい

不規則な勤務体制にならざるをえない

賃金や賞与など金銭的な処遇条件の改善に限界があ
る

育児休暇・子育て支援など働きやすい職場環境が
整っていない

その他

無回答

19.1

7.4

13.2

2.9

10.3

30.9

10.3

26.5

33.8

10.3

5.9

11.8

0 20 40 60 80 100
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（４）健康とくらしの調査結果  

① 健康とくらしについて    

ア 運動機能低下者割合 

一般高齢者の運動機能低下者割合については、３年前の調査に比べて1.6ポ

イント増加しています。前期高齢者では0.6ポイント、後期高齢者では3.2ポイ

ント増加しています。 

 

前期・後期別運動機能低下者割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 認知機能低下者割合 

一般高齢者の認知機能低下者割合については、３年前の調査に比べて1.4ポ

イント増加しています。前期高齢者・後期高齢者ともに1.6ポイント増加してい

ます。 

 

前期・後期別認知機能低下者割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.2

4.8

16.8

8.5

4.1

13.3

10.1

4.7

16.5

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

全体

前期

後期

（％）
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ウ フレイル有症者割合 

一般高齢者のフレイル（虚弱（加齢により心身が老い衰えた状態））有症者割

合については、３年前の調査に比べて1.5ポイント増加しています。前期高齢者

では差はなく、後期高齢者では4.0ポイント増加しています。 

 

フレイル有症者割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 口腔機能低下者割合 

一般高齢者の口腔機能低下者割合については、３年前の調査に比べて0.3ポ

イント増加しています。前期高齢者では差はなく、後期高齢者では0.9ポイント

増加しています。 

 

口腔機能低下者割合 
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オ 社会参加の状況 

すべての項目で、後期高齢者は前期高齢者よりも高い割合となっています。

前期高齢者で最も割合が高いのは、「スポーツの会参加者（月１回以上）割合」

で48.1％、後期高齢者で最も割合が高いのは、「通いの場参加者（月１回以上）

割合」で61.8％となっています。 

 

社会参加の状況 
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回答者数 = 5,517 ％

相談などで利用したことがある

何をやっているのか知っている

場所は知っている

名前は聞いたことがある

知らない

無回答

13.3

8.0

12.0

27.6

32.2

7.0

0 10 20 30 40

 

② 保険者独自項目の調査結果 

ア 保険料の負担と介護サービスについて 

「平均的なサービスで平均的な保険料がよい」の割合が28.8％と最も高く、

次いで「現状のままで保険料が高くならない方がよい」の割合が25.0％、「わか

らない」の割合が18.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 地域包括支援センターの認知度 

「知らない」の割合が32.2％と最も高く、次いで「名前は聞いたことがある」

の割合が27.6％、「相談などで利用したことがある」の割合が13.3％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 5,517 ％

介護サービスが充実するなら保険料が高いのは
やむを得ない

介護サービスの充実より保険料が安い方がよい

平均的なサービスで平均的な保険料がよい

現状のままで保険料が高くならない方がよい

わからない

無回答

12.7

6.7

28.8

25.0

18.4

8.2

0 10 20 30 40
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ウ 介護が必要となった場合の生活について 

「介護サービスなどを活用しながら自宅で生活したい」の割合が53.5％と最

も高く、次いで「わからない」の割合が17.4％、「老人ホームなどの施設に入所

したい」の割合が16.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 新型コロナウイルス感染症の流行による行動や意識の変化 

「外出しなくなった」の割合が32.5％と最も高く、次いで「特にない」の割

合が29.1％、「健康に気を付けるようになった」の割合が26.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 5,517 ％

家族などによる介護を中心に自宅で生活したい
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わからない

無回答
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人とのつながりの大切さを知ることができ
た

その他

特にない

無回答

32.5

24.5

5.9

16.9

26.0

10.8

3.3

29.1

6.5

0 20 40 60 80 100
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カ 「筋トレルーム６０」の認知度と利用の有無 

筋トレルーム６０を「知っている」人の割合は45.5％となっています。 

また、「知っている」と回答した人が筋トレルーム６０を利用する頻度は、「利

用していない」の割合が84.9％と最も高くなっています。 

 

【筋トレルームの認知度】           【筋トレルームの利用頻度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 高齢者入浴サービス事業の認知度と利用の有無 

高齢者入浴サービス事業を「知っている」人の割合は77.1％となっています。 

また、「知っている」と回答した人が入浴サービスを利用する頻度は、「利用

していない」の割合が66.8％と最も高く、次いで「年に数回」の割合が14.6％

となっています。 

 

【入浴サービスの認知度】    【入浴サービスの利用頻度】 
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８ 第９期計画における課題 

本市における高齢者を取り巻く環境の変化や市民のニーズ、介護保険制度の

改正等を踏まえ、本計画における課題を以下のように整理します。 

 

（１）介護予防の取組強化  

≪現状≫ 

○健康とくらしの調査結果では、生活機能低下者割合が多く運動機能、認知機能、

口腔機能等の課題に対してフレイル（虚弱（加齢により心身が老い衰えた状態））

対策を中心に、介護予防を更に推進していく必要性がうかがえます。 

○健康とくらしの調査結果では、「筋トレルーム６０」の認知について、「知って

いる」が45.5％となっています。 

○コロナ禍で健康づくりや介護予防の場の参加者数や利用者数が伸びていない現

状があります。 

 

第９期計画に向けて 

○新型コロナウイルスの流行により停滞した介護予防の活動の場を再開し、再び

参加率を高めていくとともに、介護予防の機会として、身近な地域でのサロン

活動等を増やし、通いの場や集いの場をより一層提供していくことが必要です。 

○保健事業と介護予防の一体化事業の推進により、生活習慣病の発症予防と重症

化予防とともに介護予防に取り組むことが必要です。 

〇リハビリ専門職等に協力を得ながら、リハビリテーション理念を踏まえて介護

予防事業を実施します。 

○就労による社会参加や地域活動の担い手としての社会参加等、高齢者が生きが

いや役割を持って暮らせるよう、個々の特性にあった社会参加の場の充実を図

ることが必要です。 
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（２）認知症対策の推進  

≪現状≫ 

○今後、高齢化の進展に伴い、認知症高齢者が継続して増加することが見込まれ

ます。 

○アンケート調査結果をみると、要介護認定者が現在抱えている傷病について、

「認知症(アルツハイマー病等)」が最も多くなっています。 

○主な介護者の方が不安に感じる介護等について「認知症状への対応」の割合が

最も高くなっています。 

○認知症の方に対する支援として必要なこととして、「認知症専用の介護サービス

の充実」「認知症を早期発見するための診断の実施」「認知症に関する相談窓口

の設置」等の意見が上位に挙がっています。 

 

第９期計画に向けて 

○認知症にやさしいまちづくりの推進に向け、市⺠の認知症に対する正しい知識

と理解をさらに深めるとともに、認知症の人が安心して生活を送ることができ

る地域の人との関わりや環境づくりの必要性について一層の周知・啓発が必要

です。 

○認知症カフェ等の充実や、ひとり歩きの認知症の方を見守る地域の協力体制に

より認知症を抱える人々が社会的に孤立することがないように、共生するため

の環境を整備することが必要です。また、認知症サポーターの養成を通じて地

域住民や企業の認知症に関する理解の促進と知識の向上に一層取り組む必要が

あります。 

 

 

 

（３）在宅療養の推進  

≪現状≫ 

○今後、高齢化の進展に伴い在宅医療・介護の需要が高まっていきます。 

○介護が必要となった場合どのように生活したいかについて、自宅での生活を希

望する高齢者が６割を超えています。要介護認定者においても、７割が在宅生

活の継続を希望しています。 

○要介護認定者において、在宅医療を利用して、自宅での生活を継続したいと思

わない人が20.5％となっており、その理由について、「家族に負担（肉体的・精

神的）がかかるから」「自宅では、緊急時の対応ができないから」が多くなって

います。 
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第９期計画に向けて 

 

○高齢者が医療と介護の両方を必要とする状態であっても、住み慣れた地域で自

分らしい暮らしを続けることができるよう、地域における医療・介護の関係機

関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要です。 

○切れ目のない在宅医療・介護提供体制を構築するために、医療・介護連携の強

化を推進する必要があります。 

○医療ニーズの高い居宅要介護者に対しては、看護小規模多機能型居宅介護等の

整備、医療・介護連携の強化を推進する必要があります。 
 

 

（４）家族介護者への支援  

≪現状≫ 

○過去１年間に介護を理由として退職・転職をされた方が約１割みられます。 

○介護をするにあたって、介護のために働き方を調整している方が約６割みられ

ます。 

〇要介護３・４・５の介護者は、介護を行う上で困っていることとして「ストレ

スがたまっている」、「睡眠時間や休息する時間がとれない」、「本人との意思疎

通がうまくいかない」があげられます。 

 

第９期計画に向けて 

○家族介護者の負担等の増大により介護離職が社会的な問題になる等、家族介護

者の負担軽減、地域住民や企業の認知症に関する理解の促進と知識の向上が課

題となります。 

○地域住民の複雑化した支援ニーズに対応するためには、家族介護者も含めた属

性や世代を問わない包括的な相談支援等を行うことが求められます。 
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（５）介護サービス基盤の充実（主に地域密着型サービス）  

≪現状≫ 

○今後も介護サービスを必要とする人は増加が見込まれることから、利用者のニ

ーズに応じたサービスを安定的に供給していくことが求められます。 

〇事業所におけるサービス提供について「職員数が不足しておりサービス提供に

余裕がない」と約４割の事業所が回答しています。 

○ケアマネジャーへの調査では、介護保険サービス事業所の整備の必要性につい

て、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護で整備の必要が

あると感じている割合が高くなっています。 

〇介護サービスを提供する上で負担であると回答した項目は、「従業者の研修の問

題」、「提供するサービスの利用者が少なく経営的に厳しい」、「提供するサービ

スの質の評価を行い、常にその改善を図ること」の順に多くなっています。 

 

第９期計画に向けて 

○利用者のニーズに応じたサービスを安定的に供給していくためには、利用見込

量と供給量のバランスを見極めながら新規サービス事業者の参入を促していく

ことが必要です。特に、地域密着型サービスについては、利用ニーズの高いサ

ービスの確保を第８期に引き続き検討していく必要があります。 

○今後、ますます多様化・増大化する福祉ニーズに対応するため、介護をはじめ

とした福祉人材の育成・確保の取り組みをさらに強化していく必要があります。 
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第３章    計画の基本的な考え方 

 

１ 計画の基本理念と目標 

（１）基本理念  

本市の将来像は「新たな力とともに創る 笑顔と元気のみなとまち へきなん」

を掲げ、新たな力として次代を担う若者や産業基盤、先端技術などにより明る

い未来に向けた持続可能な豊かな市民生活を目指しています。  

高齢者福祉分野では、障害の有無にかかわらず市民が相互に支え合うことが

できる地域共生社会を目指しています。また、高齢者の社会参加を支援すると

ともに、日常生活支援や地域による見守り活動、住まいの環境向上などを推進

して、高齢者が地域で安心・快適に暮らせる環境を目指しています。 

本計画の基本理念については、これまでの「地域包括ケアシステム」の深化・

推進の取り組みとの連続性、整合性から第８期計画の理念「高齢者が安心して

暮らせる あたたかい共生のまちづくり」を引き継ぐものとします。 

この基本理念に基づき、さらなる地域包括ケアシステムの充実により、高齢

者が“ほっと”できる「安心」と“ホット”な支え合いの「あたたかさ」が感

じられるような、共生のまちづくりを目指します。 

 

 

【 基 本 理 念 】 

 

 

 

 

 

  

高齢者が安心して暮らせる あたたかい共生のまちづくり 
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（２）目標  

目標については、第８期の考え方を継承し、地域の実情に応じた施策・事業

の充実を図っていきます。 

 

 

１ 健康と生きがいづくり 

いつまでも元気でいられるように、健康寿命の延伸と、生きがいの創出を目指しま

す。 

 

 

２ 支え合う地域づくり 

ひとのわでお互いを支え合う、あたたかく住みよい地域づくりを目指します。 

 

 

３ 安心して暮らせる環境づくり 

住み慣れた地域で、自分らしく安心して暮らすことができる環境づくりを目指しま

す。 
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２ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
あ
た
た
か
い
共
生
の
ま
ち
づ
く
り 

［ 基本理念 ］ ［ 基本施策 ］ ［ 目標 ］ 

（１）健康寿命を延ばすための支援 

（２）高齢者の活躍の場の創出 

（１）地域における高齢者福祉の意識醸成 

（２）高齢者とその家族を支える環境整備 

（３）認知症施策の推進 

（１）安心して自宅で暮らせる環境整備 

（２）介護保険サービスの充実 

（３）介護保険運営の安定化 

３ 安心して暮らせ
る環境づくり 

２ 支え合う地域づ
くり 

１ 健康と生きがい
づくり 
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３ 具体的な取り組み一覧 

目
標 

基
本
施
策 

施
策
の
方
向 

具体的な取り組み 貢 

１ 健康と生きがいづくり  

 １－１ 健康寿命を延ばすための支援  

  （１）生活習慣病の予防  

  ①健康診査事業 60 

 ②健康相談・健康教育事業 60 

 ③かかりつけの医師、歯科医師、薬剤師（薬局）の普及 60 

 （２）健康保持と介護予防の推進  

  ①高齢者入浴サービス事業 61 

 ②まちかどサロン運営事業 61 

 ③まちかどいきいきサロン事業 61 

 ④ふれあいいきいきサロン事業（社会福祉協議会） 61 

 ⑤高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業【新規】 61 

 ⑥75歳の介護予防調査 62 

 ⑦介護予防相談 62 

 ⑧すこやか健康講座等 62 

 ⑨おたっしゃ大学 62 

 ⑩筋トレルーム 60運営事業 62 

 ⑪遊友の会 62 

 ⑫東部市民プラザでの介護予防教室 62 

 ⑬地域包括支援センターの介護予防教室等 62 

 ⑭介護予防に関する普及啓発【新規】 63 

 （３）自立支援と重度化防止の推進  

  ①介護予防・生活支援サービス事業 64 

 ②リハビリテーション専門職による自立支援 64 

 ③自立支援型カンファレンスの実施 64 

 ④切れ目のないリハビリテーション提供体制の構築 64 

 １－２ 高齢者の活躍の場の創出  

  （１）就労の場の確保  

  ①シルバー人材センター補助事業 65 

 （２）社会参加の支援  

  ①高齢者教室 67 

 ②老人クラブ社会参加事業 67 
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目
標 

基
本
施
策 

施
策
の
方
向 

具体的な取り組み 貢 

   ③老人クラブ活動費助成事業 67 

 ④老人クラブ健康づくり事業 67 

 ⑤老人憩の家運営事業 67 

２ 支え合う地域づくり  

 ２－１ 地域における高齢者福祉の意識醸成  

  （１）高齢者を思いやる地域づくりの支援  

  ①敬老会助成事業 69 

 ②敬老金支給事業 69 

 （２）市民参加による地域福祉の推進  

  ①福祉意識の高揚 70 

 ②高齢者と児童との交流の創出 70 

 ③地域福祉計画の推進 70 

 （３）地域における支援活動の活発化  

  ①社会福祉協議会との連携 71 

 ②ボランティアの育成 71 

 ③介護予防サポーターの育成 71 

 ④傾聴ボランティアの育成 71 

 ⑤高齢者見守りネットワーク推進事業 71 

 ⑥ひとり暮らし高齢者等実態調査事業 71 

 ２－２ 高齢者とその家族を支える環境整備  

  （１）地域包括支援センターの機能強化  

  ①地域包括支援センターの設置 72 

 ②総合相談支援業務 72 

 ③地域ケア会議の活性化 72 

 ④地域包括支援センターの適切な運営及び評価 73 

 ⑤多職種連携による地域包括支援ネットワークの推進 73 

 ⑥生活支援コーディネーターの配置と協議体の設置 73 

 （２）在宅医療・介護の連携推進  

  ①多職種が連携する体制づくり 74 

 ②在宅医療サポートセンターの設置 74 

 ③はなしょうぶネットワークの運用 74 

 ④在宅療養体制の整備 74 

 ⑤市民への啓発普及 74 

 （３）ヤングケアラーを含む家族介護者への支援  

  ①家族介護教室開催事業 75 
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目
標 

基
本
施
策 

施
策
の
方
向 

具体的な取り組み 貢 

   ②介護用品支給事業 75 

 ③在宅介護に関する情報提供 75 

 ④介護離職の防止【新規】 75 

 （４）高齢者の権利擁護と虐待防止  

  ①日常生活自立支援事業（社会福祉協議会） 76 

 ②成年後見支援事業（社会福祉協議会） 76 

 ③成年後見制度利用支援事業（市長申立て） 76 

 ④高齢者虐待に関する相談窓口 77 

 ⑤養介護施設従事者等による高齢者虐待防止に関する実態の把握 77 

 ２－３ 認知症施策の推進  

  （１）認知症の理解促進  

  ①認知症への理解促進（認知症サポーター養成講座等） 78 

 ②認知症カフェの支援 78 

 ③高齢者声かけ訓練の実施 78 

 （２）認知症相談体制の確立  

  ①認知症ケアパスの普及 79 

 ②認知症地域支援推進員の配置 79 

 ③認知症初期集中支援チームの活用 79 

 ④物忘れに関する相談支援 79 

 ⑤認知症伴走型支援事業【新規】 80 

 （３）認知症当事者及び介護者への支援  

  ①家族のつどい・本人交流会の開催 80 

 ②認知症高齢者等見守りネットワーク事業（安心ッス！！へきなん

支え愛ネット） 
80 

 ③認知症高齢者等個人賠償責任保険事業 80 

 ④ＧＰＳを利用した位置情報システム用携帯端末の貸出 80 

３ 安心して暮らせる環境づくり  

 ３－１ 安心して自宅で暮らせる環境整備  

  （１）自立した生活の支援  

  ①高齢者軽度生活援助事業 81 

 ②高齢者等理容サービス事業 81 

 ③寝具の洗濯、乾燥および貸与事業 81 

 ④紙おむつ用のごみ指定袋の加算配布 82 

 ⑤在宅ねたきり高齢者等福祉手当支給事業 82 

 ⑥高齢者世話付住宅等生活援助員派遣事業 82 
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目
標 

基
本
施
策 

施
策
の
方
向 

具体的な取り組み 貢 

   ⑦高齢者外出支援サービス事業 82 

 ⑧高齢者タクシー料金助成事業【新規】 82 

 ⑨車いす貸出事業（社会福祉協議会） 82 

 ⑩車いす専用車の貸出事業（社会福祉協議会） 82 

 ⑪福祉有償運送事業（ＮＰＯ法人） 82 

 ⑫高齢者見守り配食サービス補助事業 83 

 ⑬乳酸菌飲料の宅配サービス事業（社会福祉協議会） 83 

 ⑭緊急通報システム運営事業 83 

 ⑮救急医療情報キット配布事業 83 

 （２）高齢者に配慮した住まいの充実  

  ①シルバーハウジング等整備事業 84 

 ②住宅改善費補助事業 84 

 ③養護老人ホーム等保護措置事業 84 

 ④生活支援ハウスの運営事業 84 

 ⑤有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等の情報提供 84 

 （３）高齢者にやさしい環境の整備  

  ①人にやさしいまちづくり事業 85 

 ②バリアフリー化推進事業 85 

 ③ユニバーサルデザイン推進事業 85 

 ④交通安全対策事業 85 

 ⑤高齢者に配慮した道路環境の整備 85 

 ⑥市内巡回バス運営事業 85 

 （４）防災・防犯・防疫体制等の整備  

  ①避難行動要支援者名簿等作成事業 86 

 ②防災知識の普及、防災体制の整備 86 

 ③ひとり暮らし高齢者等日常生活用具給付事業 86 

 ④家具等転倒防止事業 86 

 ⑤消費生活、悪徳商法等の啓発事業 86 

 ⑥新興感染症に対する体制整備 86 

 ３－２ 介護保険サービスの充実  

  （１）居宅サービスの充実  

  ①訪問介護 88 

 ②訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 88 

 ③訪問看護・介護予防訪問看護 88 

 ④訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 88 
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目
標 

基
本
施
策 

施
策
の
方
向 

具体的な取り組み 貢 

   ⑤居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 89 

 ⑥通所介護 89 

 ⑦通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 89 

 ⑧短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 89 

 ⑨短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 89 

 ⑩特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 89 

 ⑪福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 89 

 ⑫特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 89 

 ⑬住宅改修・介護予防住宅改修 90 

 ⑭居宅介護支援・介護予防支援 90 

 （２）地域密着型サービスの推進  

  ①夜間対応型訪問介護 90 

 ②認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 90 

 ③小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 90 

 ④認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 91 

 ⑤地域密着型特定施設入居者生活介護 91 

 ⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 91 

 ⑦看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 91 

 ⑧定期巡回・随時対応型訪問介護看護 91 

 ⑨地域密着型通所介護 91 

 （３）施設サービスの推進  

  ①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 92 

 ②介護老人保健施設 92 

 ③介護医療院 92 

 （４）介護サービス利用に伴う低所得者対策  

  ①特定入所者介護（介護予防）サービス費 93 

 ②高額介護（介護予防）サービス費 93 

 ③高額医療合算介護（介護予防）サービス費 93 

 ④低所得者に配慮した保険料の負担、介護保険利用料の助成 93 

 ⑤社会福祉法人が実施する利用料軽減事業への助成 93 

 ３－３ 介護保険運営の安定化  

  （１）情報提供の充実  

  ①サービス情報の周知 94 

 ②介護サービス事業所に関する情報提供 94 
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目
標 

基
本
施
策 

施
策
の
方
向 

具体的な取り組み 貢 

  （２）介護給付適正化の推進  

  ①適正な要介護認定 95 

 ②ケアプラン点検 95 

 ③住宅改修・福祉用具実態調査 95 

 ④医療情報との突合・縦覧点検 95 

 （３）介護サービスの質の確保  

  ①サービス事業者への指導・監督 96 

 ②介護サービス相談員の派遣 96 

 ③苦情相談窓口の設置 96 

 ④介護サービス機関連絡協議会との連携 96 

 ⑤災害に対する備えの検討 96 

 ⑥感染症に対する備えの検討 97 

 （４）ケアマネジメントの質の向上  

  ①介護支援専門員への研修企画 97 

 ②主任介護支援専門員による支援 97 

 ③介護支援専門員への困難事例への支援 97 

 （５）介護人材の確保・資質の向上と介護現場の生産性向上  

  ①介護人材の資質の向上 98 

 ②介護人材の確保 98 

 ③介護職員の負担軽減 98 

 ④介護認定事務の効率化【新規】 99 
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第４章    施策・事業の展開 

 

 

目標１ 健康と生きがいづくり 

１－１健康寿命を延ばすための支援  

今後75歳以上の後期高齢者の増加とともに運動機能や認知機能等の生活機

能の維持を重点に介護予防に取り組むことが必要です。 

また、生活習慣病予防やフレイル（虚弱（加齢により心身が老い衰えた状態））

予防の対策を通じて健康寿命の延伸を目指します。 

医療と連携した生活習慣病対策、フレイル対策として保健事業と介護予防の

一体的な実施を推進するとともに地域課題を把握し、ニーズに沿った健康づく

りと介護予防の事業を展開します。 

 

 

（１）生活習慣病の予防 

「健康寿命の延伸」を目指し、生活習慣病の発症予防・重症化予防、こころ

と身体の健康づくりの推進と、かかりつけ医等を持つことによる健康管理の必

要性の普及啓発に努めます。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①健康診査事業 健康診査事業や健診事後支援を行い、生活習慣病の発症予防と重症
化予防に取り組みます。 

【今後の方向性】 
「へきなん健康づくり 21 プラン」の推進を図り、生活習慣病予防
対策事業を継続して実施します。 

②健康相談・健康教

育事業 

健康相談・健康教育事業を行い、こころと身体の健康づくりの普及
啓発に取り組みます。 

【今後の方向性】 
碧南市健康を守る会事業とも連携を図り、健康増進事業を継続して
実施します。 

③かかりつけの医

師、歯科医師、薬

剤師（薬局）の普

及 

かかりつけの医師・歯科医師・薬剤師（薬局）をもち、適切な指導
により生活機能低下の予防、健康管理に努めることが必要であるこ
とや、介護が必要になったときの在宅での療養生活への支援につな
がること等を健康相談、健康教育事業等を通じて周知します。 

【今後の方向性】 
健康相談、健康教育事業等を通じて、かかりつけの必要性の普及を
図ります。 
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（２）健康保持と介護予防の推進 

いつまでも自分らしくいきいきと暮らせるよう、地域の身近な場所で、高齢

者誰もが気軽に参加できる、こころと身体の健康づくりや介護予防のための取

り組みを推進します。 

事業の周知と利用促進を図り、コロナ禍以前の利用となるよう努めます。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①高齢者入浴サービス 

事業 

高齢者の外出機会の増加による健康保持、コミュニケーション
の場づくりとして、あおいパーク浴室、サン・ビレッジ衣浦浴
場・プール、高齢者元気ッス館浴室、公衆浴場（新川温泉）にお
いて、無料入浴サービスを行います。 

【今後の方向性】 
外出促進による健康保持のため、今後も事業の周知と利用促進
を図っていきます。 

②まちかどサロン運営

事業 

地域における高齢者福祉の拠点として、新川まちかどサロン及
び大浜まちかどサロンを設置しています。認知症カフェ等の自
主事業を実施し介護予防やフレイル予防、高齢者同士の交流を
促進します。 

【今後の方向性】 
介護予防ボランティア等との連携による各種事業を実施すると
ともに、高齢者の居場所や交流拠点として、適正な運営をしま
す。 

③まちかどいきいきサ

ロン事業 

在宅高齢者の地域における交流の推進や外出促進による健康保
持、介護予防を図るため、２か所のまちかどサロンにおいてレ
クリエーション等を実施します。 

【今後の方向性】 
外出促進と介護予防を図るため、今後も事業の周知と利用促進
を図っていきます。 

④ふれあいいきいきサ

ロン事業（社会福祉

協議会） 

ひとり暮らし高齢者と地域住民との交流の場として、市内各公
民館において、民生委員及びボランティアによる催しを実施し
ます。 

【今後の方向性】 
引き続き新しい催しを考える等、今後も事業の周知と利用促進
を図ります。 

⑤高齢者の保健事業と

介護予防の一体的実

施事業 

 

【新規】 

地域の健康課題を分析して、生活習慣病等の重症化予防の取り
組みや、通いの場等への積極的な関与を実施します。また、各
介入場面において「後期高齢者の質問票」を取り入れ、高齢者
の特性を踏まえた健康状態を総合的に把握し、生活習慣病対策
に合わせ、フレイル対策に取り組みます。 

【今後の方向性】 
関係機関と連携を図り、令和６年度より、市内全６圏域におい
て実施します。 
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事業名 事業内容 

⑥75歳の介護予防調査 生活機能低下の早期発見と健康の保持増進を図るため、75歳を
対象に「介護予防のための生活機能に関する質問票(基本チェッ
クリスト)」等を送付します。 
地域包括支援センターが介護予防や健康に関する相談に応じ支
援を行います。 

【今後の方向性】 
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業や地域包括支援
センターと連携し、高齢者の健康づくり、介護予防に取り組み
ます。 

⑦介護予防相談 保健センターの保健師・栄養士・歯科衛生士により、介護予防
や健康に関する相談に応じます。 

【今後の方向性】 
気軽に相談できる場として、いきいき健康相談や電話相談等を
継続的に実施します。 

⑧すこやか健康講座等 高齢者教室と共同したすこやか健康講座や出前講座等の健康教
育事業を行い、健康づくり・介護予防の普及啓発を図ります。 

【今後の方向性】 
すこやか健康講座は、医師会・歯科医師会・薬剤師会と連携し、
継続的に実施します。出前講座は、事業の周知と利用促進を図
ります。 

⑨おたっしゃ大学 楽しみながら体系的に介護予防を学んでいただけるような仕組
みとして「おたっしゃ大学」を行います。健康づくりや運動機
能向上、口腔機能向上、低栄養予防、認知症予防、閉じこもり・
うつ予防等の介護予防について普及啓発を図るとともに、高齢
者が生きがいをもって、豊かな生活を送れるよう支援します。 

【今後の方向性】 
継続的に実施するとともに、魅力ある講座内容を検討します。 

⑩筋トレルーム 60運営

事業 

介護予防トレーニングマシンを利用して、運動機能を中心とし
た生活機能の維持・向上を図るため、筋トレルーム 60 運営事業
を行います。 

【今後の方向性】 
継続的に実施し、新規・継続利用者が増加するような運営を行
います。 

⑪遊友の会 地域での介護予防の取り組みの一環として、閉じこもり・認知
症予防を重点においた遊友の会を行います。介護予防サポータ
ーの協力を得て開催しています。 

【今後の方向性】 
介護予防の内容を盛り込みながら、継続的に参加いただけるよ
う魅力ある活動内容を検討します。また、新規参加者の増加が
図れるよう周知等を行います。 

⑫東部市民プラザでの

介護予防教室 

東部市民プラザでは介護予防のため、陶芸療法による教室を定
期的に開催しています。 

【今後の方向性】 
介護予防の拠点としての陶芸教室等の開催や、地域包括支援セ
ンターと連携した事業の展開を図ります。 

⑬地域包括支援センタ

ーの介護予防教室等 

地域包括支援センターが担当地区において介護予防教室やサロ
ン等を開催しています。介護予防・フレイル予防・認知症予防
を通じて高齢者が生きがいをもって、豊かな生活を送れるよう
支援します。 
 
【今後の方向性】 
継続的に実施し、地域での介護予防活動に取り組みます。 
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事業名 事業内容 

⑭介護予防に関する普

及啓発 

 

【新規】 

「自宅でできる、自分でできる」健康づくりや介護予防の方法
について、広報やホームページ等で発信し、日々の生活で取り
組めるよう支援します。 
 
【今後の方向性】 
「自宅でできる、自分でできる」健康づくりや介護予防の普及
啓発をすすめていきます。 

 

 

 

【事業目標】 

項目名 
実績 見込み 目標 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

①高齢者入浴サービス

事業 

延べ利用者数(人) 

189,409 190,233 191,100 240,000 260,000 280,000 

③まちかどいきいきサ

ロン事業 

延べ参加人数(人) 

186 536 550 1,250 1,300 1,350 

④ふれあいいきいきサ

ロン事業 

（社会福祉協議会） 

延べ参加人数(人) 

203 652 900 950 950 950 

⑨おたっしゃ大学 

おたっしゃ大学入学

者数(人) 

161 146 160 160 170 180 

⑩筋トレルーム 60 運

営事業 

延べ利用者数(人) 

25,594 27,517 28,000 32,000 35,000 38,000 

⑪遊友の会 

会員数(人) 
120 102 100 110 120 130 
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（３）自立支援と重度化防止の推進 

高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう

に支援し要介護（要支援）状態となることの予防、要介護（要支援）状態の重

度化の防止を目指して取り組みます。 

リハビリテーション理念を踏まえて専門職と連携し、生きがいや自己実現の

ための取り組みを支援して、生活の質の向上を支援します。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①介護予防・生活支

援サービス事業 

訪問型サービスとして、予防専門型訪問サービス、家事援助型訪問
サービス、通所型サービスとして、予防専門型通所サービス、運動
器中心型通所サービス、ミニデイ型通所サービスを行っています。 
要支援者等の方の状態にあった適切なサービスの提供に必要な支
援を行う介護予防ケアマネジメント（第１号事業）を実施していま
す。 

【今後の方向性】 
自立支援に向けたケアマネジメントを進め、様々な社会資源を活用
した支援を検討します。 

②リハビリテーショ

ン専門職による自

立支援 

訪問型サービスにおいて初回のサービス導入時に理学療法士が個
別の援助計画の作成支援、運動器中心型通所サービスにおいて運動
機能評価で生活機能向上の評価を行っています。また、住宅改修・
福祉用具の購入時等に自宅を訪問し、対象者の生活や身体機能に合
う住宅改修・福祉用具購入となるよう、ケアプラン作成を支援して
います。 

【今後の方向性】 
リハビリテーション専門職の関与を継続的に実施し、介護予防・自
立支援に向けて、モニタリングの仕組みを導入します。 

③自立支援型カンフ

ァレンスの実施 

高齢者の自立支援と重度化防止等の観点から、医療・介護等の専門
職による生活モデルに基づくディスカッションを実施しています。 
また、カンファレンスを通して、自立支援型ケアマネジメントの標
準化、多職種の視点による重度化防止、ケアの質や意識の向上に取
り組んでいますが、参加者が減少している現状です。 

【今後の方向性】 
支援者の自立支援型ケアマネジメントの標準化のため関係者と協
働してカンファレンスを継続して開催します。 

④切れ目のないリハ

ビリテーション提

供体制の構築 

高齢者が個々の状態に応じてリハビリサービスを受けられるよう
に切れ目のないサービス提供体制の構築が求められています。 
リハビリ専門職連絡会と連携して、体制の構築に取り組んでいま
す。 

【今後の方向性】 
リハビリ専門職連絡会と協働して切れ目のないリハビリテーショ
ン提供体制の構築に取り組みます。 
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【事業目標】 

項目名 
実績 見込み 目標 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

③自立支援型カンファ

レンスの参加者数

（人） 

399 601 240 360 400 440 

 

１－２高齢者の活躍の場の創出  

少子高齢化に伴う人口減少、労働人口の減少が進行するなか、将来にわたり

社会の活力を維持していくためには、高齢者が自らの意欲と能力に応じて、社

会の一員として役割を担っていくことが求められます。 

高齢者ができる限り健康な状態を維持し、介護や支援が必要な状態にならな

いようにするため、就労や社会活動、健康づくり等を通じた生きがいづくりや、

「支える側」「支えられる側」という関係を超えて支え合うことのできる地域の

担い手づくりを進めるとともに、高齢者が元気に活躍できる場の創出を促進す

る取り組みを推進します。 

 

（１）就労の場の確保 

シルバー人材センターを拠点として、高齢者がこれまで培ってきた経験や知

識・技術を活かし、就労を通してやりがいを感じられるよう、就労機会の創出

に取り組みます。また、就労意欲のある高齢者をハローワークにつなぐための

体制の充実を図ります。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①シルバー人材センタ

ー補助事業 

高齢者がそれぞれの能力を活かし、働くことを通じて生きがい

を感じるとともに、健康を維持できるよう公益社団法人碧南市

シルバー人材センターが行う担い手としての活動を支援しま

す。 

【今後の方向性】 

高齢者の就労と家事援助や介護予防の支援、見守りといった生

活支援の担い手としての活動を支援していきます。 
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【事業目標】 

項目名 
実績 見込み 目標 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

①シルバー人材センタ

ー補助事業 

シルバー人材センタ

ー会員数(人) 

480 581 600 610 620 630 
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（２）社会参加の支援 

高齢者のニーズを捉えながら、スポーツやレクリエーション等の、高齢者の

活動のきっかけづくりの充実を図り、高齢者の知識や経験を活かした相互支援

活動を推進します。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①高齢者教室 高齢者教室で培った知識や技術を地域に役立てることを目的

に、健康、郷土理解、市政、防犯、ボランティア等幅広い分野の

講座の開催・検討に努めます。 

【今後の方向性】 

今後も地域の高齢者を対象に公民館事業として健康や生きがい

づくりに役立つ講座を開催します。また、高齢者の経験や知識

が社会貢献に繋がるような取り組みも検討していきます。 

②老人クラブ社会参加

事業 

「清掃奉仕活動」「花いっぱい運動」「ふれあい農園活動」「生き

がい推進活動」「老人作品展開催」等、様々な活動を通じて高齢

者の社会参加及び地域との交流・連携を促進します。また、高齢

者が培ってきた経験や知恵を活用し、地域文化の伝承を行い、

世代間交流が活発に行えるよう支援します。 

【今後の方向性】 

奉仕・友愛活動と地域との交流を推進するため、継続して支援

します。 

③老人クラブ活動費助

成事業 

老人クラブに補助金を交付し、健康・学習・文化・スポーツ等活

動機会の拡大を図ります。特に、若年層（60 歳代）の会員の確

保に努めます。 

【今後の方向性】 

高齢者の生きがいを高めていくため、クラブ活動の多様化と新

規会員の確保を継続して支援します。 

④老人クラブ健康づく

り事業 

高齢者の外出促進による健康保持、コミュニケーションの促進

等を目的として、「歩け歩け大会」「グラウンドゴルフ大会」「ペ

タボード大会」等を実施します。 

【今後の方向性】 

高齢者の健康保持のため、継続して支援します。 

⑤老人憩の家運営事業 各地域の老人クラブの活動の拠点として、また、閉じこもりが

ちな高齢者の憩い、情報交換の場として「老人憩の家」が設置さ

れています。気軽に集まれる場として周知を図るとともに、施

設の維持管理を含めて、運営を支援します。 

【今後の方向性】 

各地域での老人クラブの活動を支援していくため、施設の維持

管理を含めて、運営を支援します。 
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【事業目標】 

項目名 
実績 見込み 目標 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

③老人クラブ活動費助

成事業 

老人クラブ会員数

(人) 

6,995 6,830 6,585 7,300 7,350 7,400 

④老人クラブ健康づく

り事業 

歩け歩け大会(人) 

317 324 330 340 350 360 

④老人クラブ健康づく

り事業 

ゲートボール大会

(人) 

45 50 47 90 100 110 

④老人クラブ健康づく

り事業 

レクリエーションピ

ンポン大会(人) 

114 148 155 220 230 240 

④老人クラブ健康づく

り事業 

グラウンドゴルフ大

会(人) 

中止 345 370 440 460 480 

④老人クラブ健康づく

り事業 

ペタボード大会(人) 

中止 171 180 240 250 260 
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目標２ 支え合う地域づくり 

２－１地域における高齢者福祉の意識醸成  

地域における福祉サービスは、その多くが増加や多様化によってニーズが高

まり、公的な支援のみですべてを充足することが困難となってきています。こ

のような状況に対応するため、地域住民や地域支援組織等と協力した支援体制

を強化し、高齢者を思いやる意識を盛り上げるとともに、高齢者支援への参画

を推進します。 

そのため、敬老会助成等の取り組みや世代間交流、ボランティア育成等を推

進し、誰もが高齢者福祉に向き合い、取り組むことができる体制の確立を図り

ます。 

 

（１）高齢者を思いやる地域づくりの支援 

高齢者に思いやりを持って接し合うことができる地域づくりを支援してい

きます。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①敬老会助成事業 高齢者の長寿を祝うため、各地区や、養護老人ホーム及び特別養

護老人ホームで実施されている敬老会事業へ助成を行います。 

【今後の方向性】 

対象年齢等の検討を加えながら、事業を継続して実施します。 

②敬老金支給事業 長年にわたり、社会や地域の発展に寄与された高齢者に対し、敬

老金を支給し、感謝の意を表すとともに長寿をお祝いします。 

【今後の方向性】 

対象年齢等の検討を加えながら、事業を継続して実施します。 
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（２）市民参加による地域福祉の推進 

地域福祉についての講座や交流活動等を通して、地域における支え合いの意

識を高めるとともに、市民が主体となる福祉コミュニティーの形成促進を行い

ます。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①福祉意識の高揚 市民が、地域に住んでいる高齢者や障害者、子育て家庭等に対

する理解を深め、地域活動やボランティア活動のきっかけにな

るように、市及び社会福祉協議会が行う学校等での講座を通じ

て、市民意識の高揚を図ります。 

【今後の方向性】 

更なる意識高揚や周知活動を継続します。 

②高齢者と児童との交

流の創出 

高齢者が保育園、幼稚園において、芋掘りや七夕会や祖父母会

等に参加したり、保育園、幼稚園、児童センター等における児童

との対話や工作、共同での体験を通じ、世代間交流を図ります。 

【今後の方向性】 

世代間交流の場をつくり、ふれあいの機会を増やしていきます。 

③地域福祉計画の推進  「へきなん地域福祉ハッピープラン（第３次碧南市地域福祉計

画）」に基づき、高齢者、障害者、子ども等地域を構成するすべ

ての住民を対象とし、地域住民の参加による地域課題の共有や

検討を行い、共に生き、相互に支え合うことができる地域（共生

社会）の実現を目指します。 

また、引き続き地区ごとに地域福祉推進会議を開催し、有志に

よる活動を支援します。 

【今後の方向性】 

有志による活動を活性化し、活動の充実に努めます。 
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（３）地域における支援活動の活発化 

地域支援活動の活発化を目指し、ボランティアの育成や生活支援コーディネ

ーター等の活動支援に努めます。また、一人暮らし等の高齢者で、支援が必要

になった場合でも自立した生活ができるよう生活支援サービスを提供すると

ともに、地域で支え、見守ることができる環境の整備を推進します。 

 

【具体的な事業内容】  

事業名 事業内容 

①社会福祉協議会との

連携 

地域福祉の中心的担い手としての社会福祉協議会の活動を支援

するとともに、連携して高齢者が住み慣れた地域で暮らすこと

のできるまちづくりを推進します。 

【今後の方向性】 

各関係機関との連携をさらに密にしていきます。 

②ボランティアの育成 ＮＰＯ法人や関連団体の自主的な組織づくりや運営を支援しま

す。多方面で活躍できるボランティアの育成を図るため、ボラン

ティア養成講座等を実施し、誰でも気軽に活動に参加できるよ

うな体制づくりに努めます。 

【今後の方向性】 

碧南市市民活動センターで市民活動、ボランティアへの支援を

継続し、参加者を増やしていきます。 

③介護予防サポーター

の育成 

地域で支える介護予防を推進するために介護予防サポーターを

育成し、その活動を支援します。 

【今後の方向性】 

養成講習会及び登録サポーター支援を継続的に実施していきま

す。また、養成講習会の参加者数や登録者が増えるよう、介護予

防サポーター活動の周知等を行います。 

④傾聴ボランティアの

育成 

高齢者のこころの健康づくりをサポートするために傾聴ボラン

ティアを育成し、その活動を支援します。 

【今後の方向性】 

養成講習会及び活動支援を継続的に実施していきます。また、養

成講習会の参加者数や登録者数が増えるよう、傾聴ボランティ

ア活動の周知等を行います。 

⑤高齢者見守りネット

ワーク推進事業 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活が送れるように支援す

ることを目的とした高齢者等の見守り活動の一つとして、民間

事業者と高齢者等の見守りに関する協定を締結します。 

【今後の方向性】 

見守り活動の啓発に努め、地域による見守り活動を推進します。 

⑥ひとり暮らし高齢者

等実態調査事業 

ひとり暮らし高齢者等の緊急時の対応及び必要な保健、福祉サ

ービスの提供のため、訪問調査により緊急連絡先の確認及び生

活、健康等の状態の把握を行います。 

【今後の方向性】 

民生委員との連携により実態把握を推進し、適切なサービスの

利用促進を図ります。 
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２－２高齢者とその家族を支える環境整備  

在宅での生活を支えるためには家族の協力は必要不可欠です。ヤングケアラ

ーを含めた在宅介護者の介護負担を軽減し支援する環境を整備します。 

地域包括ケアシステムの要である地域包括支援センターの周知に努めると

ともに、在宅介護、在宅療養を継続するため適切なサービス、関係機関等につ

なげる相談体制の充実を図ります。 

 

 

（１）地域包括支援センターの機能強化 

地域包括支援センターは、高齢者等が住み慣れた地域で安心して過ごすこと

ができるように包括的及び継続的な支援に取り組んでいます。 

地域包括ケアシステムの中心的な役割を果たすため、在宅医療・介護連携、

認知症の方への支援、介護予防の推進等の機能の充実に努めています。 

センター機能を充実強化するために、人員体制の適正配置に努めています。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①地域包括支援センタ

ーの設置 

碧南社協地域包括支援センター、碧南東部地域包括支援センタ

ー、碧南南部地域包括支援センターの３か所と西端地区に１か

所の出張所において、関係各所との連携を図り介護予防及び包

括的支援に取り組んでいます。 

【今後の方向性】 

日常生活圏域の高齢者人口を勘案し、充実した地域包括支援セ

ンターの支援活動に取り組みます。 

②総合相談支援業務 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続していくために

必要な支援を把握し、適切なサービス、関係機関及び制度の利

用につなげる等の支援をしています。 

【今後の方向性】 

高齢者の総合相談窓口として周知に努め、相談しやすい体制づ

くりに取り組みます。 

③地域ケア会議の活性

化 

地域包括支援センターが中心となり、個別事例の検討の地域ケ

ア会議を開催しています。会議を通じて多職種協働によるケア

マネジメント支援に取り組み、地域課題を把握しそれを共有し、

関係者のネットワークづくりに努めます。 

【今後の方向性】 

積極的に個別事例の地域ケア会議を開催し、関係者のネットワ

ークづくりに取り組みます。 
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事業名 事業内容 

④地域包括支援センタ

ーの適切な運営及び

評価 

地域包括支援センターの事業結果、事業評価を地域包括支援セ

ンター運営協議会で報告し、活動内容について意見を聴取し運

営に反映しています。 

また、地域包括支援センターに自己評価を導入し、高齢者の支

援の質的標準化に取り組んでいます。 

【今後の方向性】 

定期的な事業評価を通じて事業の充実に取り組みます。 

⑤多職種連携による地

域包括支援ネットワ

ークの推進 

介護保険サービスだけでなく地域の保健・福祉・医療サービス

やボランティア活動、インフォーマルサービス等の社会的資源

との有機的連携をとり生活課題に取り組んでいます。 

【今後の方向性】 

引き続き地域のネットワークづくりに取り組みます。 

⑥生活支援コーディネ

ーターの配置と協議

体の設置 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進するた

め、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けて生活支援コ

ーディネーターを配置し、生活支援を担う多様な主体との協働

を図ります。生活支援コーディネーターと生活支援を担う多様

な主体の参画する協議体を開催し、定期的な情報の共有、連携

強化に努めています。 

【今後の方向性】 

引き続き生活支援コーディネーターを配置し、生活支援を担う

多様な主体との協働を図ります。 

 

【事業目標】 

項目名 
実績 見込み 目標 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

②総合相談支援業務 

総合相談件数(件) 
3,708 3,879 3,900 4,000 4,100 4,200 
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（２）在宅医療・介護の連携推進 

医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を地域で支えていくために切れ目の

ない在宅医療と介護の提供体制の構築を推進します。 

入退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り、認知症の対応力強化、

感染症や災害時対応等の様々な場面において医療、介護関係者の連携を推進し、

在宅医療・介護を一体的に提供できるように医師会、歯科医師会、薬剤師会、

看護師会、介護サービス事業所と緊密に連携します。 

また、「人生会議（ＡＣＰ（アドバンス ケア プランニング））」の普及を通

じて、もしものときのために、望む医療やケアについて前もって考え、家族等

や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取り組みを推進します。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①多職種が連携する体

制づくり 

在宅医療と介護連携の課題を抽出し、対応策を検討しながら、
切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築に取り組ん
でいます。 

【今後の方向性】 
引き続き医療と介護の連携推進に向けて、ネットワークの向上
に取り組みます。 

②在宅医療サポートセ

ンターの設置 

在宅医療サポートセンターを市民病院内に設置し、介護・医療
関係者の連携推進、相談支援を行っています。 

【今後の方向性】 
引き続き、在宅医療・介護連携を支援する相談窓口として市民
病院に設置します。 

③はなしょうぶネット

ワークの運用 

在宅での生活を支えるために多職種情報共有基盤として電子＠
連絡帳を活用して医療・介護・福祉の面から支援するシステム
「はなしょうぶネットワーク」を構築しています。 

【今後の方向性】 
引き続きはなしょうぶネットワークで関係者の連携を支援し、
事業の円滑な運営に取り組みます。 

④在宅療養体制の整備 在宅医療を推進し、在宅での看取りや認知症高齢者の対応等の
ネットワークづくりを推進しています。 

【今後の方向性】 
引き続き、医師会や介護事業所等の連携を図り、在宅療養を支
援します。 

⑤市民への啓発普及 専門職における ACP の理解や取り組み方法、情報の共有等の体
制を構築します。また、市民にガイドブック等を配布し、在宅医
療・介護連携に関する市民の理解を深めるために医療介護市民
講座を開催し普及啓発に取り組んでいます。 
また、「私の大切な 4つの覚え」、「絆ノート（エンディングノー
ト）」を活用し意思決定支援に取り組んでいます。 

【今後の方向性】 
引き続き、在宅医療・介護連携の周知のため講座の開催等に取
り組みます。 
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【事業目標】 

項目名 
実績 見込み 目標 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

③はなしょうぶネット

ワークの運用 

登録事業所割合（％） 

44 49 50 52 55 57 

 

（３）ヤングケアラーを含む家族介護者への支援 

在宅で高齢者を支えるために介護の技術や知識に関する教室の開催や介護

用品の支給等を通じ家族介護者の負担軽減や介護支援を実施しています。 

ヤングケアラー支援については現状を把握し、介護支援等につなぐ体制を構

築します。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①家族介護教室開催事

業 

介護者及び介護に関心のある方を対象に、介護の基本的な技術

や知識に関する教室であるハートフルケアセミナーを開催して

います。 

【今後の方向性】 

家族介護者支援のため、今後も事業の周知と利用促進を図りま

す。 

②介護用品支給事業  家族介護者の負担の軽減を目的として、在宅のねたきり高齢者

や認知症高齢者で、常時介護を必要とする方を対象に、紙おむ

つ等の介護用品支給券を支給します。 

【今後の方向性】 

家族介護者支援のため、今後も担当ケアマネジャーの協力を得

つつ、事業の周知と利用促進を図ります。 

③在宅介護に関する情

報提供 

在宅介護に関する情報提供を広報やホームページで行い、介護

と仕事の両立支援や介護離職の防止を図ります。 

【今後の方向性】 

情報提供を引き続き行うとともに、介護者の不安や悩みに応え

る体制づくりの充実を図ります。 

④介護離職の防止 

 

【新規】 

企業が「介護が必要になっても辞めてはいけない」と発信する

ことが大切です。 

【今後の方向性】 

介護をしながらでも働き続けられることや介護離職を防ぐ方策

の普及に取り組みます。 
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【事業目標】 

項目名 
実績 見込み 目標 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

②介護用品支給事業 

利用者数(人) 
281 325 357 360 370 380 

 

（４）高齢者の権利擁護と虐待防止 

判断力の不十分な認知症高齢者等の権利侵害を防止するため成年後見制度

等について、周知・啓発を行うとともに、制度の利用が必要と思われる高齢者

等に制度の説明や利用に対する支援体制の強化を図ります。 

高齢者虐待については、虐待の防止と早期発見、対応に適切に取り組みます。

また、8050世帯（80歳の親に50歳の子の世帯）等の複数の課題を抱える世帯に

は関係機関と連携して支援に取り組みます。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①日常生活自立支援事

業（社会福祉協議会） 

判断能力が十分でないため、自らの判断で適切にサービスが受
けられなかったり、契約等ができない高齢者に対し、サービス
の利用援助や日常的な金銭管理を支援します。 
また、事業継続のための体制整備や、判断能力が低下した方を
成年後見制度に繋げるように、他機関との連携を図ります。 

【今後の方向性】 
事業継続できるように体制づくりを推進します。支援員の活用
等、事業継続のための体制整備や、判断能力が低下した方を成
年後見制度に繋げるように、他機関との連携を図ります。 

②成年後見支援事業（社

会福祉協議会） 

判断能力が不十分な認知症高齢者、重度の知的障害者及び精神
障害者の権利を擁護するために、成年後見制度に関する相談や
適切な制度利用に関する手続き支援、制度の普及及び啓発を行
います。 

【今後の方向性】 
市民向けの講演会や相談員向けの勉強会、出張相談会等の周知
啓発活動を実施します。 

③成年後見制度利用支

援事業（市長申立て） 

審判請求を行う者がいない審判請求対象者に対し、市長が成年
後見制度の審判請求を行います。また、費用の助成を受けなけ
れば成年後見制度の利用が困難な方に対して助成を行います。 

【今後の方向性】 
碧南市成年後見支援センターと連携して、制度の周知に努め、
適切な制度の利用を推進します。 
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事業名 事業内容 

④高齢者虐待に関する

相談窓口 

高齢者虐待の相談マニュアルを作成し、迅速・適切な支援体制
を整えています。また、緊急保護に関する協力依頼等、関連機
関との連携を図り、適正に対応できるよう努めています。 

【今後の方向性】 
引き続き、高齢者虐待について迅速に対応できるよう努めると
ともに支援者に対して高齢者虐待防止の研修を継続して実施し
ます。 
養護者に該当しない方からの虐待やセルフネグレクト等の権利
侵害にも取り組みます。 

⑤養介護施設従事者等

による高齢者虐待防

止に関する実態の把

握 

定期的に市内介護施設等に対して高齢者虐待に関する調査を行
い、実態把握に努めるとともに、施設の虐待防止対策を支援し
ています。 

【今後の方向性】 
介護施設等との連携協力の下、引き続き高齢者虐待の実態把握
に努めます。 

 

 

【事業目標】 

項目名 
実績 見込み 目標 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

①日常生活自立支援事

業（社会福祉協議会） 

契約件数(件) 

32 32 33 33 33 33 
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２－３認知症施策の推進  

今後75歳以上の後期高齢者の増加とともに認知症の人がさらに増えること

が予想されます。 

認知症高齢者の尊厳が守られ、安心して生活できる地域づくりを推進するた

めには、認知症への理解や地域住民や関係者等と協力した支援体制の構築が必

要です。 

「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」を踏まえて認知症の人が

尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう認知症施策を推進し

ます。 

 

 

（１）認知症の理解促進 

認知症に対する理解が地域全体に広まるよう、あらゆる機会を活用し認知症

に関する知識の普及啓発を行います。 

認知症についての正しい知識や接し方について、理解を深めるため、認知症

サポーター養成講座を開催しオレンジサポーターの育成に取り組みます。 

また、チームオレンジを設置し、認知症の方やその家族の支援ニーズとオレ

ンジサポーター等を中心とした支援者をつなぐ仕組みを広げる体制づくりに

取り組みます。 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①認知症への理解促進

（認知症サポーター養

成講座等） 

認知症に関する講習会を定期的に開催し、認知症に関する正し
い知識を普及し、認知症高齢者とその家族への支援、認知症高
齢者を地域で支える仕組みづくりを推進します。 
認知症サポーター養成講座をキャラバンメイト連絡会と連携し
て開催し、オレンジサポーターを育成しています。 
チームオレンジ等の見守り体制の構築推進に取り組んでいま
す。 

【今後の方向性】 
今後も事業の周知を図るとともに、認知症高齢者等見守り体制
（チームオレンジ等）の構築に努めます。 

②認知症カフェの支援  認知症カフェ等認知症の方やその家族、住民等が集える場の提
供を支援します。 

【今後の方向性】 
地域での支援として、認知症カフェ等認知症の方やその家族、
住民等が集える場の提供を支援します。 

③高齢者声かけ訓練の

実施 

認知症に関する地域の支援力向上を図るため、認知症による行
方不明を想定した捜索模擬訓練を実施しています。 

【今後の方向性】 
引き続き支援力向上のため声かけ訓練の実施に取り組みます。 
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【事業目標】 

項目名 
実績 見込み 目標 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

①認知症への理解促進

（認知症サポーター

養成講座）認知症サ

ポーター数(人) 

6,346 6,954 7,600 8,300 9,000 9,900 

 

（２）認知症相談体制の確立 

認知症の方が住み慣れた地域で安心して日常生活が送れるよう、認知症に対

する正しい理解の促進や、認知症リスクの早期発見、早期対応や相談しやすい

窓口体制の構築に努めます。 

また、若年性認知症の理解促進のため関係機関と連携して取り組みます。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①認知症ケアパスの普

及 

ケアパスは時間の経過とともに変化する認知症の状態に応じ
て、どこでどのようなサービスや支援を受ければよいかを示し
たものです。また認知症の疑いに気づいたときにかかりつけ医、
専門医、認知症初期集中支援チーム等の資源を活用し、早期に
適切な対応をとることが本人や家族にとっての安心につながり
ます。 

【今後の方向性】 
市民をはじめ介護従事者、医療従事者に普及・啓発を図るとと
もに、ケアパスの内容を定期的に見直します。 

②認知症地域支援推進

員の配置 

地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置し、市と
連携して認知症にやさしい地域づくりを推進します。 

【今後の方向性】 
「認知症であることを本人、家族が気軽に言うことができ、「大
丈夫だよ」と受けとめて地域で支え合うことができる」まちづ
くりを推進します。 

③認知症初期集中支援

チームの活用 

｢認知症初期集中支援チーム｣を配置し、認知症の方やその家族
に対し早期診断・早期対応に向けた支援に取り組みます。 
必要に応じて認知症専門医、認知症疾患センターと連携して支
援に取り組んでいます。 

【今後の方向性】 
引き続き、認知症の方やその家族に対し早期診断・早期対応に
向けた支援を推進します。 

④物忘れに関する相談

支援 

高齢介護課窓口、地域包括支援センター、保健センターでは物
忘れをはじめとした認知症状のある方の相談支援を行っていま
す。 

【今後の方向性】 
引き続き、認知症の相談支援に継続して取り組みます。 
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事業名 事業内容 

⑤認知症伴走型支援事

業 

 

【新規】 

認知症高齢者グループホーム等が拠点となって、認知症の本人
の生きがいにつながるような支援、認知症に係る専門的な知見
に基づく日常生活上の工夫等や、家族の精神的・身体的負担軽
減に資する助言等、認知症の人とその家族に寄り添い続けなが
ら日常的・継続的な支援を行います。 

【今後の方向性】 
事業所等と連携を図りながら実施に向けた体制づくりを推進し
ます。 

 

（３）認知症当事者及び介護者への支援 

認知症の相談体制の充実や本人と家族を支える地域づくり等、本人、家族の

支援に取り組みます。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①家族のつどい・本人交

流会の開催 

認知症高齢者を介護している家族を対象に「家族のつどい」を

開催し、ピアサポートを通じて介護の悩みの共有により介護負

担の軽減を図ります。 

また、本人視点を大切にした内容を企画しています。 

【今後の方向性】 

本人・家族支援として、今後も事業の周知と利用促進を図りま

す。 

②認知症高齢者等見守

りネットワーク事業

（安心ッス！！へき

なん支え愛ネット） 

認知症高齢者等の徘徊及び不慮の事故等に対処するため、ネッ

トワークを組織して、電子メールによる捜索連絡の配信や防災

無線による捜索協力の依頼を行います。 

家族支援のため事前登録、捜索連絡の受信登録を呼び掛けます。 

【今後の方向性】 

認知症高齢者等の支援のため、今後も事業の周知を図るととも

に、認知症高齢者の事前登録、捜索連絡の受信登録を呼び掛け

ます。 

③認知症高齢者等個人

賠償責任保険事業 

市が個人賠償責任保険に加入し、認知症高齢者等とその家族が

地域で安心して生活することができる環境の整備をするととも

に、制度の利用促進を図ります。 

【今後の方向性】 

認知症高齢者等の支援のため、制度の利用促進を図ります。 

④ＧＰＳを利用した位

置情報システム用携

帯端末の貸出 

徘徊の恐れのある高齢者にＧＰＳを利用した位置情報システム

用携帯端末を貸し出します。 

【今後の方向性】 

安心かつ安全に生活できるよう今後も事業の周知と利用促進に

取り組みます。 
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目標３ 安心して暮らせる環境づくり 

３－１安心して自宅で暮らせる環境整備  

今後高齢者人口や高齢者単身世帯、高齢者夫婦のみの世帯が増加することに

伴い、できる限り在宅生活が可能となるような支援として、高齢者の見守りや

家族等の介護負担の軽減サービスを図ります。 

また、高齢者が介護を受けながら、安心して自立した生活が送られるための

住まいや地域環境づくりを推進するとともに、災害等への備えや見守りネット

ワークを構築する等、地域での支援体制が維持できるよう、各関係機関との連

携体制の促進に努めます。 

 

（１）自立した生活の支援 

高齢者が安心して自立した生活を続けられるよう、各種福祉サービスの周知

を行うとともに、ひとり暮らしやねたきり等のニーズに合わせた適切なサービ

スの提供体制の充実、利用促進を図ります。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①高齢者軽度生活援助

事業 

高齢者が在宅で自立した生活をおくるための生活支援として、
他に協力を得ることができない虚弱高齢者を対象に、自宅に生
活援助員を派遣し、家周りの手入れや軽微な修繕、地区の分別
ごみの集積場までの家庭ごみの運搬の援助を行います。 

【今後の方向性】 
日常生活の軽度な支援として、今後も事業の周知と利用促進を
図ります。 

②高齢者等理容サービ

ス事業 

在宅のねたきり高齢者や重度身体障害者で、理容店まで行けな
い方を対象に利用券を交付し、市内の理容業者が家庭を訪問し、
理髪とひげそりを行います。 

【今後の方向性】 
ねたきり高齢者等の衛生的な在宅生活を支援するため、今後も
事業の周知と利用促進を図ります。 

③寝具の洗濯、乾燥およ

び貸与事業 

ねたきり高齢者やひとり暮らし高齢者等で清潔を保つことが困
難な方を対象に、寝具を洗濯、乾燥、消毒したものと取り換え
るサービスを提供し、身体や身の回りの清潔を保ち、日常生活
を快適に過ごせるよう支援します。 

【今後の方向性】 
今後も事業の周知と利用促進を図ります。 
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事業名 事業内容 

④紙おむつ用のごみ指

定袋の加算配布 

可燃ごみの指定袋の各家庭への配布枚数が決まっているため、
紙おむつの使用でごみ指定袋が不足する世帯に加算配布し、衛
生状態の維持とともに、紙おむつの処理にかかる経済的負担を
軽減します。 

【今後の方向性】 
在宅のねたきり高齢者等の生活支援として、今後も事業の周知
と利用促進を図ります。 

⑤在宅ねたきり高齢者

等福祉手当支給事業 

１月の 10 日以上在宅で生活している 65 歳以上の方で、ねたき
りや認知症の状態が３カ月以上継続しており、日常生活におい
て介護を必要とする方を対象に手当を支給します。 

【今後の方向性】 
在宅のねたきり高齢者等の生活の向上を図るため、今後も事業
の周知と利用促進を図ります。 

⑥高齢者世話付住宅等

生活援助員派遣事業 

高齢者世話付住宅等に居住している方に対し、生活援助員を派
遣し、生活支援や相談、安否確認を行います。 

【今後の方向性】 
高齢者が安心できる自立生活を支援するため、今後も事業の周
知と利用促進を図ります。 

⑦高齢者外出支援サー

ビス事業 

市内巡回バス（くるくるバス）やタクシー等の公共交通機関を
利用することが困難なひとり暮らし高齢者等の負担軽減を図る
ため、医療機関や公共施設への福祉車両による送迎を行います。 

【今後の方向性】 
高齢者の外出支援のため、引き続き要望も聞きながら事業を継
続していきます。 

⑧高齢者タクシー料金

助成事業 

 

【新規】 

高齢者の外出手段を確保し、社会参加の促進や家族の介護負担
軽減を図るため、タクシー料金を助成します。 

【今後の方向性】 
事業の利用状況や要望を把握しながら、今後も事業の周知と利
用促進を図ります。 

⑨車いす貸出事業（社会

福祉協議会） 

車いすを所有していない高齢者が、通院や旅行、法事等で外出
する際、車いすを貸し出し、外出を支援します。 

【今後の方向性】 
高齢者の外出支援のため、利用状況や要望を把握しながら今後
も事業の周知と利用促進を図ります。 

⑩車いす専用車の貸出

事業（社会福祉協議

会） 

車いすを所有している高齢者が、通院や旅行、法事等で外出す
る際、車いす専用車（ふれあい号）を貸し出し、外出を支援し
ます。 

【今後の方向性】 
高齢者の外出支援のため、今後も安心、安全の車両状態保持に
努めながら事業の周知と利用促進を図ります。 

⑪福祉有償運送事業（Ｎ

ＰＯ法人） 

一人で公共交通機関を利用することが困難な人を対象に、有償
による移動支援を実施します。制度の周知を図るとともに、安
全性の確保に努めます。 

【今後の方向性】 
効果的な周知方法を検討します。 
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事業名 事業内容 

⑫高齢者見守り配食サ

ービス補助事業 

要介護認定を受けたひとり暮らし高齢者等に対して、安否確認
を伴う配食サービスの利用に必要な費用の一部を助成し、在宅
生活を支援します。 

【今後の方向性】 
食の確保と在宅生活の見守りのため、今後も事業の周知と利用
促進を図ります。 

⑬乳酸菌飲料の宅配サ

ービス事業（社会福祉

協議会） 

75歳以上のひとり暮らし高齢者に対して乳酸菌飲料を宅配し、
安否確認を行います。 

【今後の方向性】 
高齢者の孤独死防止のため、今後も宅配サービス事業者との細
やかな連携に努めます。 

⑭緊急通報システム運

営事業 

65歳以上のひとり暮らしで虚弱な高齢者や、ねたきり高齢者を
抱える高齢者のみの世帯を対象に、病気・火災等の緊急時に緊
急通報センターにつながる緊急用ボタン付き電話機やペンダン
トを貸与し、緊急時の情報伝達、安否確認に活用します。 

【今後の方向性】 
高齢者の不安を解消し、緊急時の対応に備えるため、事業周知
と利用促進を図ります。 

⑮救急医療情報キット

配布事業 

65歳以上のひとり暮らし高齢者等に対して、事前にかかりつけ
医療機関情報、既往歴及び服用薬等を記載した用紙を冷蔵庫に
備えることができる救急医療情報キットを配布し、救急等の情
報伝達に役立てます。 

【今後の方向性】 
救急時における高齢者の安全と安心の確保を図ります。 

 

【事業目標】 

項目名 
実績 見込み 目標 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

②高齢者等理容サービ

ス事業 

利用者数(人) 

255 287 290 300 310 320 

⑤在宅ねたきり高齢者

等福祉手当支給事業 

支給対象者数(人) 

210 224 246 250 260 270 

⑧高齢者タクシー料金

助成事業交付者数

(人) 

- 110 220 300 400 500 

⑫高齢者見守り配食サ

ービス補助事業 

配食数(食) 

23,161 28,200 33,840 34,000 35,000 36,000 

⑭緊急通報システム運

営事業 

設置台数(台) 

80 74 80 95 100 105 

⑮救急医療情報キット

配布事業 

配布数(個) 

86 65 72 75 80 85 
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（２）高齢者に配慮した住まいの充実 

シルバーハウジングや養護老人ホーム等の多様な住環境の整備事業を推進

し、高齢者に配慮した住まいづくりを目指します。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①シルバーハウジング

等整備事業 

市営住宅の建て替えや改修の際に手すりの設置を行い、高齢者
の利用に配慮します。 

【今後の方向性】 
今後は宮下住宅で行ったシルバーハウジングのようなハード面
の整備ではなく、手すり設置等の事業へ移行し、広く実施できる
ようにします。 

②住宅改善費補助事業  介護を必要とする高齢者、自立した生活への支援が必要な高齢
者等に対して、住宅内の移動負担を軽減するため、段差の解消や
手すりの取りつけ等の住宅改修に要する費用の一部を補助しま
す。 

【今後の方向性】 
在宅生活支援のため、今後も事業の周知と利用促進を図ります。 

③養護老人ホーム等保

護措置事業 

経済的理由及び環境上の理由により、居宅での生活が困難な高
齢者の住まいとして、養護老人ホーム等保護措置事業を行って
います。 
入所判定委員会での審査を経て、適正に保護決定していくとと
もに、施設と連携して入所者の生活の安定を図ります。 

【今後の方向性】 
入所判定委員会での審査を経て、適正に保護決定していきます。
また施設と連携して入所者の生活の安定を図っていきます。 

④生活支援ハウスの運

営事業 

60 歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦のみの世帯等の方
で、独立して生活することに不安のある方が入所できる生活支
援ハウスを設置しています。必要に応じて、生活相談・助言等の
サービスを実施します。 

【今後の方向性】 
施設と連携して入所者の生活の安定を図っていきます。 

⑤有料老人ホーム、サー

ビス付き高齢者向け

住宅等の情報提供 

近隣市の有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等のパ
ンフレットを窓口に備え、情報提供を行います。 

【今後の方向性】 
引き続き、住まいに関する情報提供を行います。また、県との情
報連携を強化し、有料老人ホーム等の設置状況の把握に努めま
す。 

 

 

【事業目標】 

項目名 
実績 見込み 目標 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

②住宅改善費補助事業 

利用件数(件) 
34 33 34 35 35 35 
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（３）高齢者にやさしい環境の整備 

高齢者を含めた誰もが快適に施設利用や移動ができるよう、公共施設のバリ

アフリーやユニバーサルデザイン等を推進します。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①人にやさしいまちづ

くり事業 

人にやさしい街づくり条例に適合するように公共施設の段差解
消、洋式トイレや多目的トイレへの改修、手すりの設置等を行
い、高齢者を含めた誰もが支障なく安心して利用できる施設整
備を行います。 

【今後の方向性】 
今後も施設の改修工事にあわせ、人にやさしい街づくり条例に
適合するように改修します。また、施設全体が適合するよう改
修を検討します。 

②バリアフリー化推進

事業 

安心、安全及び快適に移動等ができるようにするため、公共施
設や道路、公園等のバリアフリー化を推進します。 
また、市民、事業者、関係機関等と連携を図り、バリアフリー化
について検討します。 

【今後の方向性】 
バリアフリー基本構想にある短期、中期、長期の計画時期に各
施設の管理者がバリアフリー化について検討します。 

③ユニバーサルデザイ

ン推進事業 

すべての方にとって使いやすいよう配慮された施設づくり（ユ
ニバーサルデザイン）を推進します。 

【今後の方向性】 
今後も建て替え及び大規模改修工事にあわせ、公共施設のユニ
バーサルデザインを推進します。 

④交通安全対策事業 高齢者の交通安全教育と免許証自主返納制度の周知に努め、高
齢者が交通事故の当事者となることを防ぎます。警察や交通安
全協会等の関係団体と連携して、交通安全キャンペーン等の啓
発活動の充実を図ります。 

【今後の方向性】 
自転車利用者のヘルメットの着用等、高齢者の安全を守るため
の運転マナーやルールの啓発のため、愛知県警の自転車専従の
ビーフォースを招いた体験型の安全教室を実施しています。こ
の活動を通して、引き続き啓発を推進します。 

⑤高齢者に配慮した道

路環境の整備 

高齢者が無理なく外出できるよう、歩道の整備や段差解消等の
道路環境の整備を促進します。また、広報へきなんにおいて、歩
道上の障害物や放置自転車・違法駐車がなくなるよう啓発活動
に努めます。 

【今後の方向性】 
高齢者の安心を支えるため、整備予算の確保に努め、事業の促
進を図ります。 

⑥市内巡回バス運営事

業 

高齢者を含む市民の移動手段として、市内巡回バス（くるくる
バス）の運行を維持継続します。また「乗りこぼれ時のタクシー
等による代替運行」、「シルバーカーの介助」等を引き続き実施
することで、利便性の向上を図ります。 

【今後の方向性】 
利用者のニーズを踏まえ、経路の変更を行うなど利便性の向上
を図るとともに、引き続き、高齢者等が利用しやすく、持続可能
な運行に努めます。 
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（４）防災・防犯・防疫体制等の整備 

災害時の避難支援等を円滑に行うため、避難行動要支援者登録制度に基づき、

要支援者の情報伝達体制や避難支援体制の整備を図ることにより、安全・安心

な地域づくりに努めます。 

また、感染症の発生に備えて、支援体制を整えるとともに、感染症対策につ

いての周知啓発を推進します。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①避難行動要支援者名

簿等作成事業 

避難行動要支援者に避難支援等を実施するための基礎とする名
簿等を作成し、避難支援関係者に提供します。 

【今後の方向性】 
避難行動要支援者に対して、名簿及び個別避難計画を作成し、災
害時における安否確認や避難支援等へ活用を図ります。 

②防災知識の普及、防災

体制の整備 

防災知識の普及・啓発のため、ハザードマップ等の配布や対象者
の年齢や要望に応じた出前講座を実施するとともに、新たにＦ
ＭＢ(ファーストミッションボックス)の設置を行い、自主防災
会の訓練に義務づけ、市民の防災意識の向上を図っています。ま
た、介護事業所等と協定を結び、防災体制の整備を推進します。 

【今後の方向性】 
講座内容の更新を図りながら、市民の防災意識向上のため、継続
して啓発を実施していくとともに、介護事業所等と連携した訓
練の実施や要配慮者の支援体制の強化を図ります。 

③ひとり暮らし高齢者

等日常生活用具給付

事業 

在宅高齢者の日常生活を支援するため、簡易消火器、電磁調理
器、火災警報器を給付します。 

【今後の方向性】 
安心かつ安全に生活できるよう今後も事業の周知と利用促進に
取り組みます。 

④家具等転倒防止事業  65 歳以上の高齢者世帯に属する人に対し、地震発生時の家具の
転倒を防止するため、金具等で固定し、危険防止を図ります。 

【今後の方向性】 
安心かつ安全に生活できるよう今後も事業の周知と利用促進に
取り組みます。 

⑤消費生活、悪徳商法等

の啓発事業 

高齢者を対象にした振り込め詐欺、架空請求等の悪質な犯罪に
備え、週４日の相談窓口を設けており、自己防衛のための高齢者
教室や啓発チラシの配布を行います。 
また、消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）の設置
や、消費生活講座の開催により、高齢者に対する消費者被害の予
防に努めます。 
 

【今後の方向性】 
消費生活センターの認知度向上や、消費生活講座の開催に引き
続き努めます。 

⑥新興感染症に対する

体制整備 

感染症対策について周知を図ります。また、国・県と連携し、感
染症発生時の支援体制整備に取り組みます。 

【今後の方向性】 
引き続き、感染症に対する周知及び支援体制整備を図ります 
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【事業目標】 

項目名 
実績 見込み 目標 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

①避難行動要支援者名

簿等作成事業 

名簿登録者数（人） 

4,155 4,124 4,300 4,500 4,650 4,800 

③ひとり暮らし高齢者

等日常生活用具給付

事業 

簡易消火器給付件数

(件) 

32 20 25 75 80 85 

③ひとり暮らし高齢者

等日常生活用具給付

事業 

電磁調理器給付件数

(件) 

3 0 2 7 9 11 

③ひとり暮らし高齢者

等日常生活用具給付

事業 

火災報知器給付世帯

数(世帯) 

4 3 5 40 45 50 

④家具等転倒防止事業 

利用者数(人) 
0 5 8 30 35 40 
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３－２介護保険サービスの充実  

団塊ジュニア世代がすべて65歳以上となり、現役世代が激減する令和22年に

向かう中で、今後も介護サービスを必要とする人は増加が見込まれ、利用者の

ニーズに応じたサービスを安定的に供給する必要があります。 

介護を必要とする状態となっても、できる限り住み慣れた地域や家庭で、安

心して暮らし続けることができるよう、居宅サービス、地域密着型サービス、

施設サービスの提供基盤の整備・充実を図ります。特に、居宅要介護者の在宅

生活を支える地域密着型サービスについては、ニーズの増加も踏まえながら、

更なる普及に努めます。 

 

（１）居宅サービスの充実 

要支援・要介護認定者が在宅で継続して安心した生活をおくることができる

よう、各居宅サービスの提供体制を整え、利用者に合わせた適正な利用促進を

図ります。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①訪問介護  訪問介護員（ホームヘルパー）が家庭を訪問し、入浴、排せつ、
食事の介助や調理、洗濯、掃除等の日常生活の支援を行うサー
ビスです。 

【今後の方向性】 
利用の増加が見込まれるため、適正な利用促進を図ります。 

②訪問入浴介護・介護予

防訪問入浴介護 

在宅の要支援・要介護者宅を訪問し、浴槽搭載の入浴車等から
家庭内に浴槽を持ち込んで入浴の介護を行うサービスです。 

【今後の方向性】 
介護ニーズの動向を踏まえた利用量を見込むとともに、適正な
利用促進を図ります。 

③訪問看護・介護予防訪

問看護 

主治医の指示に基づき、看護師等が家庭を訪問して、在宅療養
上の看護や医療処置、家族等への指導、助言等を行うサービス
です。 

【今後の方向性】 
医療処理が必要な在宅介護者の増加に伴い、利用の増加が見込
まれるため、適正な利用促進を図ります。 

④訪問リハビリテーシ

ョン・介護予防訪問リ

ハビリテーション 

主治医の判断に基づき、理学療法士や作業療法士等が家庭を訪
問して、日常生活上の自立援助のために必要な機能訓練を行う
サービスです。 

【今後の方向性】 
在宅生活を支える上での役割は大きいため、積極的な利用促進
を図ります。 
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事業名 事業内容 

⑤居宅療養管理指導・介

護予防居宅療養管理

指導 

医師・歯科医師・薬剤師・看護師等が家庭を訪問して、在宅療
養に関する相談や指導を行うサービスです。 

【今後の方向性】 
在宅介護の増加に伴い、今後も利用の増加が見込まれるため、
関係機関との連携を図り、円滑なサービス提供できるよう努め
ます。 

⑥通所介護  デイサービスの事業所に通い、入浴、食事等の介助、相談・助
言、日常生活の支援や機能訓練を受けるサービスです。 

【今後の方向性】 
介護ニーズの動向を踏まえた利用量を見込むとともに、適正な
利用促進を図ります。 

⑦通所リハビリテーシ

ョン・介護予防通所リ

ハビリテーション 

デイケアの事業所に通い、心身機能の維持回復と日常生活の自
立援助のために必要なリハビリテーションを受けるサービスで
す。 

【今後の方向性】 
介護ニーズの動向を踏まえた利用量を見込むとともに、適正な
利用促進を図ります。 

⑧短期入所生活介護・介

護予防短期入所生活

介護 

特別養護老人ホーム等に短期間入所（ショートステイ）し、入
浴、排せつ、食事等の介助、その他の日常生活上の支援を受け
るサービスです。 

【今後の方向性】 
介護ニーズの動向を踏まえた利用量を見込むとともに、適正な
利用促進を図ります。 

⑨短期入所療養介護・介

護予防短期入所療養

介護 

老人保健施設や介護医療院に短期間入所（ショートステイ）し、
医学的管理のもとで、介護、機能訓練、その他必要な医療並び
に日常生活の支援を受けるサービスです。 

【今後の方向性】 
介護ニーズの動向を踏まえた利用量を見込むとともに、適正な
利用促進を図ります。 

⑩特定施設入居者生活

介護・介護予防特定施

設入居者生活介護 

有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム等に入居し、
特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介助、
その他の日常生活上の支援、機能訓練、療養上の支援を受ける
サービスです。 

【今後の方向性】 
将来的なサービス量を見込むため、有料老人ホーム等の設置状
況の把握に努めながら、介護ニーズの動向を踏まえた利用量を
見込むとともに、適正な利用促進を図ります。 

⑪福祉用具貸与・介護予

防福祉用具貸与 

車いす、特殊寝台等の日常生活の自立を助ける用具や福祉機器
のレンタルができるサービスです。 

【今後の方向性】 
認定者数の増加に伴い、今後も利用者の増加が見込まれるため、
適正な利用促進を図ります。 

⑫特定福祉用具販売・特

定介護予防福祉用具

販売 

福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排せつのための用具
や貸与と販売の選択制の対象となる福祉用具（令和６年度創設）
の購入費を支給するものです。 

【今後の方向性】 
サービスの内容や利用方法を周知し、適正な利用促進を図りま
す。 
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事業名 事業内容 

⑬住宅改修・介護予防住

宅改修 

移動、排せつ等にかかる身体的負担を軽減するため、段差の解

消や手すりの取りつけ等の住宅改修に必要な費用を支給するも

のです。 

【今後の方向性】 

保険適用の上限額が限られているため、利用者の在宅生活を長

期に渡り支えることを可能にする改修が実施されるよう、施工

業者、介護支援専門員（ケアマネジャー）に対し制度趣旨等の

周知を行い、適正な利用促進を図ります。 

⑭居宅介護支援・介護予

防支援 

在宅の要支援・要介護者についてのケアマネジメントです。利

用するサービスの種類や内容等の計画を作成するとともに、サ

ービス提供確保のための連絡調整を行うものです。 

【今後の方向性】 

今後も増加し続ける在宅の要支援・要介護者に対して十分なサ

ービスを提供できるよう、適切な支援体制づくりに取り組みま

す。 

 

（２）地域密着型サービスの推進 

要介護認定者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう身近な地域での

サービスの提供体制を整えます。原則として、市内に在住する要介護認定者の

みが利用できるサービスです。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①夜間対応型訪問介護 夜間の定期的な巡回訪問介護と通報による随時対応の訪問介護

を組み合わせて利用するサービスです。 

【今後の方向性】 

ニーズの動向や類似サービスの整備状況を踏まえながら、必要

性について検討を行います。 

②認知症対応型通所介

護・介護予防認知症対

応型通所介護 

認知症の要支援・要介護者がデイサービスセンター等に通い、

入浴、食事の提供、相談・助言等、日常生活の支援や機能訓練等

を受けるサービスです。 

【今後の方向性】 

介護ニーズの動向を踏まえた利用量を見込むとともに、適正な

利用促進を図ります。 

③小規模多機能型居宅

介護・介護予防小規模

多機能型居宅介護 

「通い」を中心として、要支援・要介護者の容態や希望に応じて

「訪問」や「泊まり」を組み合わせて利用するサービスです。 

【今後の方向性】 

在宅生活を支える上での役割は大きいため、引き続き、公募に

より新規事業所の整備を図ります。 
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事業名 事業内容 

④認知症対応型共同生

活介護・介護予防認知

症対応型共同生活介

護 

認知症の要支援・要介護者が、共同生活を営む住居（グループホ

ーム）で、入浴、排せつ、食事等の介助、その他の日常生活上の

支援及び機能訓練を受けるサービスです。 

【今後の方向性】 

引き続き、制度内容についての周知を進め、適正なサービス提

供がなされるよう努めます。 

⑤地域密着型特定施設

入居者生活介護 

定員が 29 人以下の小規模な特定施設に入居している要介護者

が、入浴、排せつ、食事の介助、その他の日常生活上の支援、機

能訓練、療養上の支援を受けるサービスです。 

【今後の方向性】 

ニーズの動向を踏まえ、必要性について検討を行います。 

⑥地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活

介護 

定員が 29人以下の小規模な介護老人福祉施設（特別養護老人ホ

ーム）に入所している要介護者が、入浴や排せつ、食事の介助、

その他日常生活上の支援、機能訓練等を受ける施設サービスで

す。 

【今後の方向性】 

ニーズの動向を踏まえ、必要性について検討を行います。 

⑦看護小規模多機能型

居宅介護（複合型サー

ビス） 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、多様なサ

ービスを一体的に提供する複合型サービスです。 

【今後の方向性】 

医療処置が必要な方の在宅生活を支える上での役割は大きいた

め、公募により新規事業所の整備を図ります。 

⑧定期巡回・随時対応型

訪問介護看護 

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しなが

ら、短時間の定期巡回型訪問と通報システムによる随時の対応

を行うサービスです。 

【今後の方向性】 

在宅生活を支える上での役割は大きいため、引き続き、公募に

より新規事業所の整備を図ります。 

⑨地域密着型通所介護 小規模なデイサービス事業所に通い、入浴、食事等の介助、相

談・助言、日常生活の支援や機能訓練を受けるサービスです。 

【今後の方向性】 

介護ニーズの動向を踏まえた利用量を見込むとともに、適正な

利用促進を図ります。 

 

【事業目標】 

項目名 
事業所数 

(令和５年度末見込み) 

第９期計画期間中の整備

目標 

③小規模多機能型居宅介護・ 

介護予防小規模多機能型居宅介護 
１か所 各１か所 

※ただし状況に応じ、どち

らか２カ所でも可 
⑦看護小規模多機能型居宅介護 

０か所 

⑧定期巡回・随時対応型訪問介護看

護 
０か所 １か所 
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（３）施設サービスの推進 

在宅において生活が困難な要介護状態の方が、各施設で適切なサービスを受

けることができるよう努めます。今後の施設サービスの整備にあたっては、多

様な介護サービスの受け皿となっている有料老人ホーム等の設置状況にも配

慮していきます。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①介護老人福祉施設（特

別養護老人ホーム） 

入院治療の必要がなく、自宅で生活を継続するのが困難な要介

護者が、施設サービス計画に基づき、入浴や排せつ、食事、相

談等日常生活上の支援を受ける施設サービスです。 

【今後の方向性】 

ニーズの動向を踏まえながら、引き続き適正なサービス提供が

なされるよう努めます。 

②介護老人保健施設  病状が安定している要介護者が、施設サービス計画に基づき、

在宅復帰をめざし看護・介護サービスを中心とした医療ケア、

機能訓練等を受ける施設サービスです。 

【今後の方向性】 

引き続き、制度内容についての周知を進め、適正なサービス提

供がなされるよう努めます。 

③介護医療院 長期療養のための医療と、日常生活上の支援を受ける施設サー

ビスです。 

【今後の方向性】 

引き続き、制度内容についての周知を進め、適切なサービス提

供がされるよう努めます。 
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（４）介護サービス利用に伴う低所得者対策 

経済的理由により、必要な介護サービスを受けられないということがないよ

う、料金負担や助成等の低所得者への支援を行います。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①特定入所者介護（介

護予防）サービス費 

介護保険施設（短期入所を含む）の入所にかかる食費・居住費

（滞在費）について、申請により負担限度額認定証を交付し、

特定入所者介護サービス費として保険給付します。 

【今後の方向性】 

低所得者支援として、引き続き、事業を実施します。 

②高額介護（介護予防）

サービス費 

月々の介護サービスの自己負担の合計額について、所得に応じ

上限額を設定し、それを超える額を申請により高額介護サービ

ス費として保険給付します。 

【今後の方向性】 

利用者負担軽減のため、継続して事業を実施します。 

③高額医療合算介護

（介護予防）サービ

ス費 

医療と介護の両方を合わせた自己負担が、所得に応じた限度額

を超えた場合、申請により超えた額の一部を高額医療合算介護

サービス費として保険給付します。 

【今後の方向性】 

利用者負担軽減のため、継続して事業を実施します。 

④低所得者に配慮した

保険料の負担、介護

保険利用料の助成 

第１号被保険者または介護サービス利用者について、低所得で、

その世帯の生活が著しく困窮している状態である場合に、介護

保険料を減免し、また介護サービス利用料の自己負担分の一部

を助成します。また、障害者自立支援法に基づくホームヘルプ

サービスを利用していて、介護サービスの訪問介護を利用する

ことになった低所得者に対して利用者負担額を助成します。 

【今後の方向性】 

必要とする方に制度を利用してもらえるよう、効果的な周知方

法を検討します。 

⑤社会福祉法人が実施

する利用料軽減事業

への助成 

低所得で生計を維持することが困難な人が、社会福祉法人の提

供する介護サービスを利用する場合に、法人がその社会的役割

の一環として利用者負担額の軽減を行っています。軽減を行う

社会福祉法人に対し、その一部を助成します。 

【今後の方向性】 

引き続き、広く周知を行い、社会福祉法人に対しては、新規で

の制度への申出を勧奨し、利用者に対しては、介護認定結果通

知書にチラシを同封して制度の利用拡充を図ります。 
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３－３介護保険運営の安定化  

高齢化及び要介護認定者の増加によって介護保険サービスの需要が高まり、

その給付費も増加の一途をたどっています。安定した介護保険事業運営のため

には、サービスの質・量の向上を図ることを前提に、適正なサービス提供を行

う必要があります。 

高齢者や介護サービス提供事業者に対して、必要とされる情報が提供できる

よう提供体制の充実に努めるととともに、介護給付等適正化事業に引き続き取

り組んでいきます。 

また、介護サービスを支える人的基盤の安定的な確保・整備のため、介護分

野で働く職員の質の向上や負担軽減を図り、介護職離職防止を図ります。 

 

（１）情報提供の充実 

高齢者が適切なサービスを利用できるよう、情報提供の充実を図ります。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①サービス情報の周知  介護保険制度や介護サービスについて、わかりやすく説明した

パンフレットの作成や窓口の活用等を通じ、情報の周知を図り

ます。 

【今後の方向性】 

事業の周知と情報提供の充実を図ります。 

②介護サービス事業所

に関する情報提供 

事業所のサービス内容や運営状況をまとめた資料や、医療と介

護ガイドマップを窓口に備える等、誰もが情報を得られるよう

環境整備を図ります。 

【今後の方向性】 

事業所に関する最新の情報を提供できるよう努めます。 

 

（２）介護給付適正化の推進 

要介護認定の適正化や住宅改修の実態調査等、不適正な給付の点検等を実施

し、適正な給付の更なる向上に努めます。 
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【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①適正な要介護認定  市の職員による認定調査の実施体制を確保するとともに、研修

等を通じて認定調査員、認定審査会委員の資質向上を図り、要

介護認定の適正化に努めます。 

【今後の方向性】 

引き続き適正性の維持、向上に努めます。 

②ケアプラン点検  ケアプランを作成している居宅介護支援事業所を訪問し、ケア

プランが利用者の自立支援のために、適切に作成されているか

どうかを確認します。 

また、ケアマネジメントのプロセスを踏まえた「ケアプラン点

検表」で自己評価を行い、その結果をもとに介護支援専門員と

ともに検証確認しながら「自立支援に資するケアマネジメント」

に向けた意識向上に努めています。 

【今後の方向性】 

自立支援、介護予防、重度化防止に向けた適切な支援を行える

よう、介護支援専門員の支援に取り組みます。 

③住宅改修・福祉用具実

態調査 

市の補助金の対象となる住宅改修について、事前と事後の現地

確認を行います。また、事前にケアプランを確認し、プランに沿

った住宅改修となっているかの確認・助言を行うとともに、改

修後にモニタリングを実施します。福祉用具・貸与についても、

必要に応じてケアマネジャー等による調査等を行います。また

福祉用具貸与については、国民健康保険団体連合会の介護給付

適正化システムを活用し、適正な貸与がされているかの確認を

行います。 

【今後の方向性】 

申請からモニタリングまでの仕組みを確立し、自立支援につな

がる住宅改修等となるよう支援します。 

④医療情報との突合・縦

覧点検 

国民健康保険団体連合会から提供される情報を活用し、医療情

報との突合・縦覧点検の結果を確認し、疑義のある場合は、事業

所への確認を行います。また、実施にあたっては、医療保険部局

との連携を図ります。 

【今後の方向性】 

引き続き、不適正な給付の削減に努めます。 

 

【事業目標】 

項目名 
実績 見込み 目標 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

②ケアプラン点検 

事業所数(所) 
14 12 12 9 9 9 

③住宅改修実態調査

(件) 
35 34 34 35 35 35 

③福祉用具貸与・購入

実態調査(件) 
47 31 40 50 50 50 
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（３）介護サービスの質の確保 

介護サービス事業者への指導や相談員の派遣等を通じて、サービスを提供す

る側のレベルアップを図り、要介護認定者が質の高いサービスを安定的に受け

ることができるよう努めます。 

また、介護サービス事業所で介護サービス機関連絡協議会を組織し、介護サ

ービス事業、ケアマネジメントの質の向上に取り組んでいます。 

また、災害や感染症等において継続したサービスの提供体制の在り方につい

て介護サービス機関連絡協議会と引き続き検討します。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①サービス事業者への

指導・監督 

市内のサービス事業所に対し、県と連絡調整を図りながら運営
指導を行い、適切なサービスにつなげます。必要に応じて指導・
監督を行います。 

【今後の方向性】 
適切な運営やサービス提供がなされるよう、引き続き指導・監
督を行います。 

②介護サービス相談員

の派遣 

介護サービス相談員がサービス事業所を訪問し、利用者が疑問
や不安に思っていること等の相談に応じるとともに、事業所へ
の助言を行い、サービスの向上を図ります。 

【今後の方向性】 
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅についても派遣
を実施できるように体制を整えます。 
サービス向上のため、継続して事業を実施します。 

③苦情相談窓口の設置 パンフレットを設置する等苦情相談窓口の周知に努め、高齢介
護課・地域包括支援センターの各窓口で、苦情相談に対応しま
す。苦情相談内容によっては、県の介護保険審査会や国民健康
保険団体連合会と連携を図りながら対応します。 

【今後の方向性】 
引き続き、関係機関と連携を図り対応します。 

④介護サービス機関連

絡協議会との連携 

介護サービスの関係者が協議会を組織し、サービスの適切な提
供、質の向上に取り組みます。 
協議会と連携し、研修や市民に対する講演会の開催に取り組み
ます。 

【今後の方向性】 
引き続き、協議会と連携し、介護サービスの適切な提供に取り
組みます。 

⑤災害に対する備えの

検討 

「災害時における要介護高齢者の安否確認等に関する協定」を
介護サービス機関連絡協議会と締結しました。 
「へきなん災害時介護支援ネット」を組織し、災害発生時に必
要な介護サービスが継続的に提供できる体制構築に取り組んで
います。 
また、業務継続計画の策定状況を把握し必要な支援を検討して
います。 

【今後の方向性】 
災害発生時に必要な介護サービスが継続的に提供できるよう介
護サービス事業所と引き続き対策の検討に取り組みます。 
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事業名 事業内容 

⑥感染症に対する備え

の検討 

介護サービス連絡協議会と連携して感染症に関する研修会を開
催しています。また、業務継続計画の策定状況を把握し必要な
支援を検討しています。 

【今後の方向性】 
感染症発生時に必要な介護サービスが継続的に提供できるよう
介護サービス事業所と引き続き対策の検討に取り組みます。 

 

【事業目標】 

項目名 
実績 見込み 目標 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

②介護サービス相談員

の派遣事業所数 

（箇所） 

0 28 39 40 42 44 

 

（４）ケアマネジメントの質の向上 

介護支援専門員（ケアマネジャー）の現状把握、課題分析を行い、今後の介

護支援専門員の質の向上を目指した支援を行います。 

また、ケアマネジメントが高齢者の自立支援につながるよう自立支援型のケ

アマネジメントの標準化、多職種の視点による重度化防止、ケアの質の向上に

取り組みます。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①介護支援専門員への

研修企画 

介護支援専門員を対象に、ケアプラン作成に関するもの、福祉用

具・住宅改修をはじめ介護サービスに関する知識の向上を目的

とした研修を介護サービス機関連絡協議会と連携して実施し、

介護支援専門員の質の向上に努めます。 

【今後の方向性】 

引き続き、介護支援専門員を対象に適切なケアマネジメント手

法が取得できるよう支援します。 

②主任介護支援専門員

による支援 

市内の主任介護支援専門員の連携会議を開催し、介護支援専門

員の支援技術の向上に取り組んでいます。 

【今後の方向性】 

引き続き、主任介護支援専門員間の連携支援に取り組みます。 

③介護支援専門員への

困難事例への支援 

地域包括支援センターの主任介護支援専門員は出前相談、窓口

相談等で市内の介護支援専門員の相談に応じています。 

困難事例に対して包括的・継続的ケアマネジメント支援に取り

組んでいます。 

【今後の方向性】 

引き続き、地域包括支援センターと連携して介護支援専門員へ

の支援に取り組みます。 
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【事業目標】 

項目名 
実績 見込み 目標 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

③介護支援専門員への

困難事例への支援（包

括的・継続的ケアマネ

ジメント支援）実施回

数（回） 

36 57 80 85 90 95 

 

（５）介護人材の確保・資質の向上と介護現場の生産性向上 

介護現場の業務負担を軽減し、生産性を向上するために、介護人材の確保を

目指した講座の実施やICTの導入等への支援を推進します。 

 

【具体的な事業内容】 

事業名 事業内容 

①介護人材の資質の向

上 

介護サービス機関連絡協議会と協力して介護人材育成のための

リーダー育成研修会、座談会等を実施しています。 

【今後の方向性】 

介護サービス機関連絡協議会と連携して、介護人材育成に効果

的な取り組みについて検討します。 

②介護人材の確保 介護人材確保のために介護サービス機関連絡協議会、ハローワ

ークと連携し介護の魅力発信のため「お仕事説明会」等を実施し

ています。 

【今後の方向性】 

引き続き、介護人材不足の状況や介護現場の課題について介護

サービス機関連絡協議会、ハローワークと連携して把握し対応

策の検討を進めます。 

若い世代や外国人等様々な人を対象に介護の魅力発信、就労支

援に努めます。 

元気な高齢者の介護支援ボランティア等の支援策を検討しま

す。 

③介護職員の負担軽減 地域医療介護総合確保基金に基づく ICT の導入等への補助を

支援しています。 

また、書類の電子申請への移行を推進します。 

【今後の方向性】 

引き続き、地域医療介護総合確保基金に基づく補助への支援を

図ります。また、電子申請のさらなる推進と、標準化様式使用に

よる文書負担の軽減等の対策に努めます。 
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事業名 事業内容 

④介護認定事務の効率

化 

 

【新規】 

要介護認定事務を遅滞なく適正に実施するために、介護認定審

査会における簡素化の実施や、認定事務及び介護認定審査会に

おける ICT の導入による事務の効率化を図ります。 

 

【今後の方向性】 

引き続き簡素化を実施するとともに、 ICT の活用による事務の

効率化を実現するため、関係者との調整を図りながら取り組み

を推進します。 
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第５章  介護保険サービス見込み量と保険料 

 

１ 介護保険給付費の負担割合 

介護保険を利用した場合、原則として費用の１割を利用者が負担し、残りの

９割（給付費）は介護保険財源により賄われることになっています。なお、制

度改正により平成27年８月から一定以上の所得がある利用者の負担割合は２

割に引き上げられており、平成30年８月からは、さらに所得が高い一部の利用

者の負担割合が３割に引き上げられました。 

この介護保険財源は、公費と保険料とで50％ずつを負担します。負担割合は

３年ごとに政令で定められており、令和６年度から令和８年度は、第１号被保

険者が23％、第２号被保険者は27％です。 

なお、後期高齢者の割合や所得段階の割合により、保険者間で保険料に格差

が生じないようにするために、調整交付金が設けられています。 

 

介護保険財源と給付費の構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

給付費

【90％（80％・70％）】
利用者負担

【10％（20％・30％）】

0% 20% 40% 60% 80% 100%

調整交付金

【5％】 国

【20％】

施設等給付については

【15％】

県

【12.5％】

施設等給付については

【17.5％】

市

【12.5％】

第２号被保険者の保険料

（40～65歳未満の方）

【27％】

第１号被保険者の保険料

（65歳以上の方）

【23％】
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２ 介護保険給付費等の実績 

（１）予防給付の実績  

 令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 

①居宅介護予防サービス（計） 169,247 171,763 171,127 

 介護予防訪問入浴介護 給付費(千円) 514 574 679 

回数(回) 78 86 101 

人数(人) 12 12 12 

介護予防訪問看護 給付費(千円) 21,041 20,777 19,086 

回数(回) 3,793 3,759 3,642 

人数(人) 657 653 672 

介護予防訪問リハビリテーション 給付費(千円) 6,192 5,124 6,772 

回数(回) 2,340 1,994 2,592 

人数(人) 226 177 264 

介護予防居宅療養管理指導 給付費(千円) 1,621 2,960 3,968 

人数(人) 181 299 420 

介護予防通所リハビリテーション 給付費(千円) 84,648 83,867 82,027 

人数(人) 2,330 2,336 2,148 

介護予防短期入所生活介護 給付費(千円) 159 315 336 

日数（日） 23 45 48 

人数(人) 6 17 12 

介護予防短期入所療養介護 給付費(千円) 176 121 690 

日数(日) 21 12 72 

人数(人) 6 4 24 

介護予防福祉用具貸与 給付費(千円) 38,019 40,216 41,009 

人数(人) 5,137 5,157 5,316 

特定介護予防福祉用具購入費 給付費(千円) 1,834 2,483 2,341 

人数(人) 84 104 96 

介護予防住宅改修費 給付費(千円) 9,573 10,800 11,505 

人数(人) 110 110 120 

介護予防特定施設入居者生活介護 給付費(千円) 5,470 4,526 2,714 

人数(人) 72 56 36 
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 令和３年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

②地域密着型介護予防サービス（計） 4,051 2,559 4,271 

 介護予防小規模多機能型居宅介

護 

給付費(千円) 1,089 820 1,526 

人数(人) 12 9 24 

介護予防認知症対応型共同生活

介護 

給付費(千円) 2,962 1,739 2,745 

人数(人) 12 7 12 

③介護予防支援 給付費(千円) 31,132 31,261 30,234 

人数(人) 6,609 6,671 6,444 

予防給付費 

（小計） 
給付費(千円) 204,430 205,583 205,632 
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（２）介護給付の実績  

 令和３年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

①居宅サービス（計） 1,842,308 1,872,518 1,943,835 

 訪問介護 給付費(千円) 316,169 340,947 359,443 

回数(回) 111,936 121,058 129,244 

人数(人) 4,232 4,333 4,872 

訪問入浴介護 給付費(千円) 31,606 30,989 30,169 

回数(回) 2,613 2,569 2,527 

人数(人) 578 582 552 

訪問看護 給付費(千円) 184,422 183,516 193,979 

回数(回) 31,392 31,781 34,442 

人数(人) 3,579 3,885 3,996 

訪問リハビリテーション 給付費(千円) 25,798 25,377 25,368 

回数(回) 9,970 9,402 9,221 

人数(人) 884 802 768 

居宅療養管理指導 給付費(千円) 20,677 27,372 37,369 

人数(人) 2,374 3,074 4,260 

通所介護 給付費(千円) 588,623 605,051 634,082 

回数(回) 70,019 73,708 78,234 

人数(人) 5,851 6,117 6,552 

通所リハビリテーション 給付費(千円) 240,840 216,175 229,283 

回数(回) 26,419 24,032 25,625 

人数(人) 2,818 2,670 3,000 

短期入所生活介護 給付費(千円) 163,153 159,552 157,342 

日数(日) 18,004 17,624 17,214 

人数(人) 1,449 1,455 1,524 

短期入所療養介護 給付費(千円) 61,450 70,227 67,794 

日数(日) 5,305 6,024 5,782 

人数(人) 935 1,033 1,020 

福祉用具貸与 給付費(千円) 159,649 164,534 170,489 

人数(人) 10,236 10,601 11,304 

特定福祉用具購入費 給付費(千円) 5,358 5,494 4,425 

人数(人) 208 210 144 

住宅改修費 給付費(千円) 8,338 9,635 7,045 

人数(人) 98 112 96 

 特定施設入居者生活介護 給付費(千円) 36,225 33,649 27,047 

人数(人) 183 170 144 
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 令和３年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

②地域密着型サービス（計） 524,384 529,083 514,124 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看

護 

給付費(千円) 2,448 2,163 2,852 

人数(人) 11 11 12 

地域密着型通所介護 給付費(千円) 182,536 181,766 165,239 

回数(回) 21,977 22,070 20,579 

人数(人) 2,095 2,099 2,160 

認知症対応型通所介護 給付費(千円) 1,586 659 1,356 

回数(回) 142 59 108 

人数(人) 11 7 12 

小規模多機能型居宅介護 給付費(千円) 71,531 74,961 67,424 

人数(人) 341 345 312 

認知症対応型共同生活介護 給付費(千円) 266,283 269,534 274,272 

人数(人) 1,069 1,061 1,080 

看護小規模多機能型居宅介護 給付費(千円) 0 0 2,981 

人数(人) 0 0 12 

③施設サービス（計） 1,560,889 1,615,155 1,661,156 

 介護老人福祉施設 給付費(千円) 883,945 972,324 986,496 

人数(人) 3,260 3,523 3,564 

介護老人保健施設 給付費(千円) 584,793 556,311 569,124 

人数(人) 1,951 1,866 1,872 

介護医療院 給付費(千円) 92,151 86,520 105,536 

人数(人) 252 228 264 

介護療養型医療施設 給付費(千円) 0  0  0  

人数(人) 0  0  0  

③居宅介護支援 給付費(千円) 212,706 223,572 236,592 

人数(人) 14,283 14,688 15,156 

介護給付費 

（小計） 
給付費(千円) 4,140,287 4,240,328 4,355,707 

 

 

（３）総給付費の実績（予防給付＋介護給付）  

 

 令和３年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

総給付費 給付費(千円) 4,344,717 4,445,911 4,561,339 
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３ 介護保険給付費等の見込み 

（１）予防給付の推計  

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 22 年度 

①居宅介護予防サービス（計） 188,854 198,719 209,026 245,109 

 介護予防訪問 

入浴介護 

給付費(千円) 787 788 788 788 

回数(回) 115 115 115 115 

人数(人) 12 12 12 12 

介護予防訪問 

看護 

給付費(千円) 22,101 22,655 23,272 28,569 

回数(回) 4,660 4,776 4,914 6,030 

人数(人) 780 840 900 1,068 

介護予防訪問 

リハビリテーション 

給付費(千円) 7,471 8,021 8,554 10,155 

回数(回) 2,820 3,024 3,226 3,829 

人数(人) 276 300 324 384 

介護予防居宅 

療養管理指導 

給付費(千円) 5,093 6,555 8,012 9,469 

人数(人) 840 1,080 1,320 1,560 

介護予防通所 

リハビリテーション 

給付費(千円) 85,749 87,856 90,102 106,924 

人数(人) 2,280 2,340 2,400 2,844 

介護予防短期 

入所生活介護 

給付費(千円) 552 553 553 553 

日数（日） 84 84 84 84 

人数(人) 24 24 24 24 

介護予防短期 

入所療養介護 

給付費(千円) 1,050 1,051 1,051 1,577 

日数（日） 108 108 108 162 

人数(人) 24 24 24 36 

介護予防福祉 

用具貸与 

給付費(千円) 43,499 45,354 47,208 54,231 

人数(人) 5,640 5,880 6,120 7,032 

特定介護予防 

福祉用具購入費 

給付費(千円) 3,269 3,546 4,093 4,640 

人数(人) 144 156 180 204 

介護予防住宅 

改修費 

給付費(千円) 15,270 18,322 21,375 25,447 

人数(人) 180 216 252 300 

介護予防特定 

施設入居者生活介護 

給付費(千円) 4,013 4,018 4,018 2,756 

人数(人) 48 48 48 36 
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 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 22 年度 

②地域密着型介護予防サービス（計） 3,811 4,840 5,864 6,887 

 介護予防小規模 

多機能型居宅介護 

給付費(千円) 1,022 2,047 3,071 4,094 

人数(人) 12 24 36 48 

介護予防認知症 

対応型共同生活介護 

給付費(千円) 2,789 2,793 2,793 2,793 

人数(人) 12 12 12 12 

③介護予防支援 給付費(千円) 30,661 32,298 33,666 40,011 

人数(人) 6,444 6,780 7,068 8,400 

予防給付費 

（小計） 
給付費（千円） 223,326 235,857 248,556 292,007 
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（２）介護給付の推計  

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 22 年度 

①居宅サービス（計） 2,053,771 2,176,004 2,304,540 3,147,963 

 訪問介護 給付費(千円) 390,979 417,237 442,014 611,171 

回数(回) 149,478 159,090 168,300 233,105 

人数(人) 5,220 5,472 5,748 7,608 

訪問入浴介護 給付費(千円) 32,779 33,113 33,405 48,067 

回数(回) 2,704 2,728 2,752 3,959 

人数(人) 600 612 624 888 

訪問看護 給付費(千円) 210,904 233,746 250,640 340,072 

回数(回) 33,709 37,312 39,998 54,241 

人数(人) 4,080 4,476 4,776 6,384 

訪問リハビリ 

テーション 

給付費(千円) 27,163 29,314 31,385 43,861 

回数(回) 9,832 10,596 11,342 15,842 

人数(人) 804 840 876 1,164 

居宅療養管理 

指導 

給付費(千円) 40,814 47,540 54,401 74,609 

人数(人) 6,336 7,296 8,280 11,220 

通所介護 給付費(千円) 654,312 677,474 711,402 989,079 

回数(回) 83,476 86,431 90,299 123,406 

人数(人) 6,900 7,272 7,668 9,792 

通所リハビリ 

テーション 

給付費(千円) 245,347 265,395 287,491 377,057 

回数(回) 27,763 30,354 33,204 43,022 

人数(人) 3,384 3,696 4,044 5,244 

短期入所生活 

介護 

給付費(千円) 162,248 167,600 171,345 233,592 

日数(日) 17,513 18,103 18,506 25,145 

人数(人) 1,608 1,668 1,728 2,280 

短期入所療養 

介護 

給付費(千円) 69,844 73,430 78,626 115,170 

日数(日) 6,034 6,342 6,794 9,872 

人数(人) 1,176 1,260 1,368 1,812 

福祉用具貸与 給付費(千円) 175,160 182,462 189,630 255,073 

人数(人) 11,844 12,396 12,876 16,968 

特定福祉用具 

購入費 

給付費(千円) 4,452 5,952 7,452 9,840 

人数(人) 180 240 300 396 

住宅改修費 給付費(千円) 9,956 11,243 12,864 16,416 

人数(人) 132 144 168 216 

 特定施設入居者

生活介護 

給付費(千円) 29,813 31,498 33,885 33,956 

人数(人) 156 168 180 180 
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 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 22 年度 

②地域密着型サービス（計） 548,116 606,961 661,578 859,166 

 定期巡回・随時対

応型訪問介護看護 

給付費(千円) 8,895 18,209 27,907 41,817 

人数(人) 36 96 156 228 

地域密着型通所 

介護 

給付費(千円) 181,522 189,518 193,169 258,895 

回数(回) 22,489 23,282 23,726 31,238 

人数(人) 2,340 2,472 2,580 3,312 

認知症対応型 

通所介護 

給付費(千円) 6,329 8,634 11,756 17,267 

回数(回) 478 679 935 1,358 

人数(人) 36 60 84 120 

小規模多機能型 

居宅介護 

給付費(千円) 73,218 99,415 125,461 165,847 

人数(人) 336 444 552 720 

認知症対応型 

共同生活介護 

給付費(千円) 274,493 274,840 274,840 333,577 

人数(人) 1,068 1,068 1,068 1,296 

看護小規模多機 

能型居宅介護 

給付費(千円) 3,659 16,345 28,445 41,763 

人数(人) 12 60 108 156 

③施設サービス（計） 1,720,367 1,752,837 1,775,108 1,951,603 

 介護老人福祉 

施設 

給付費(千円) 1,025,070 1,044,070 1,054,692 1,146,150 

人数(人) 3,720 3,780 3,816 4,176 

介護老人保健 

施設 

給付費(千円) 584,170 592,380 599,300 684,337 

人数(人) 1,896 1,920 1,944 2,220 

介護医療院 給付費(千円) 111,127 116,387 121,116 121,116 

人数(人) 276 288 300 300 

③居宅介護支援 給付費(千円) 252,596 263,333 274,779 362,316 

人数(人) 15,720 16,332 17,040 22,344 

介護給付費 

（小計） 
給付費（千円） 4,574,850 4,799,135 5,016,005 6,321,048 

 
 

（３）総給付費（予防給付＋介護給付）  

 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 22 年度 

総給付費 給付費(千円) 4,798,176 5,034,992 5,264,561 6,613,055 
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（４）標準給付費の推計  

単位：千円   

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 22 年度 

総給付費 4,798,176 5,034,992 5,264,561 6,613,055 

 予防給付費 223,326 235,857 248,556 292,007  

介護給付費 4,574,850 4,799,135 5,016,005 6,321,048  

特定入所者介護サービス費等給付額 85,745  90,005  95,745  123,120  

高額介護サービス費等給付額 102,877  108,021  113,422  129,555  

高額医療合算介護サービス費等給付額 15,000  15,000  15,000  15,909  

審査支払手数料 2,888  2,993  3,098  3,468  

標準給付費見込額 5,004,686  5,251,011 5,491,826 6,885,106 

※令和 22年度の推計は、見える化システムを使用した参考数値です。 

 

 

 

 

 

（５）地域支援事業費の推計  

単位：千円   

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 22 年度 

地域支援事業費 235,254  239,154  243,054  249,356 

 介護予防・日常生活支援 

総合事業費 
136,880  138,280  139,680  140,316  

包括的支援事業・任意事 

業費 
98,374  100,874  103,374  109,040  

※令和 22年度の推計は、見える化システムを使用した参考数値です。 
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４ 保険料の設定 

保険料収納必要額の見込みから、第９期の保険料は、以下のとおり設定を行

いました。 

 

 計算式 
令和６～８年度の 

金額・人数 

① 標準給付費見込額 

介護サービス等の利用に伴う費用額 
 15,747,522,687 円 

② 地域支援事業費  717,462,000 円 

③ 第１号被保険者（65 歳以上）負担分 
(①＋②）×

23％ 
3,786,946,478 円 

④ 調整交付金相当額 

仮に調整交付金がなかった場合、第１号

被保険者が負担する費用として見込むべ

き額 

 808,118,134 円 

⑤ 調整交付金見込額 

後期高齢者の割合や第１号被保険者の所

得分布状況による市町村間の保険料基準

額の格差を是正するために国から交付さ

れる交付金 

 228,771,000 円 

⑥ 保険者機能強化推進交付金等の 
交付見込額 

 54,000,000 円 

⑦ 保険料収納必要額 ③＋④－⑤－⑥ 4,312,293,612 円 

⑧ 保険料予定収納率  99.78％ 

⑨ 所得段階別加入割合補正後被保険者数 

第１号被保険者全員が、基準月額を納め

る第１号被保険者であるとして換算した

見込の人数 

[各所得段階別見込 

人数×各所得段階

保険料率]の年度合

計 

58,260 人 

⑩ 保険料（年額） ⑦÷⑧÷⑨ 74,181 円 

⑪ 保険料（月額） ⑩÷12 か月 6,181 円 

⑫ 介護給付費準備基金取崩による軽減 
第８期計画以前に発生した余剰金を積

み立てた介護給付費準備基金（令和５年度
末残高見込額 406,236,694 円）のうち、
406,000,000 円を取り崩し、歳入に繰り入
れたときの影響額 

 △581 円 

 

⑬ 第９期保険料基準額（月額） ⑪＋⑫ 5,600円 
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５ 所得段階別保険料の設定 

低所得者への負担を軽減し、被保険者の負担能力に応じた、よりきめ細やか

な段階数及び保険料率を設定します。 

段落 対象者 
基準額に 

対する割合※１ 
月額※１ 

第１段階 

・市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者 

・生活保護受給者 

・市町村民税世帯非課税者で公的年金等収入額と合計
所得金額から公的年金等に係る所得を控除して得た
額の合計額が80万円以下のもの 

0.370 
（0.20） 

2,070円 
(1,120円) 

第２段階 
市町村民税世帯非課税者で公的年金等収入額と合計所
得金額から公的年金等に係る所得を控除して得た額の
合計額が80万円より大きく120万円以下のもの 

0.600 

（0.4） 

3,360円 

(2,240円) 

第３段階 
市町村民税世帯非課税者で第１段階または第２段階に
該当しないもの 

0.655 
（0.65） 

3,670円 
(3,640円) 

第４段階 
市町村民税本人非課税者で公的年金等収入額と合計所
得金額から公的年金等に係る所得を控除して得た額の
合計額が80万円以下のもの 

0.850 4,760円 

第５段階 市町村民税本人非課税者で第４段階に該当しないもの 1.000 
5,600円 

（基準額） 

第６段階 
市町村民税本人課税者で合計所得金額が120万円未満
のもの 

1.200 6,720円 

第７段階 
市町村民税本人課税者で合計所得金額が120万円以上
210万円未満のもの 

1.300 7,280円 

第８段階 
市町村民税本人課税者で合計所得金額が210万円以上
320万円未満のもの 

1.500 8,400円 

第９段階 
市町村民税本人課税者で合計所得金額が320万円以上
420万円未満のもの 

1.700 9,520円 

第10段階 
市町村民税本人課税者で合計所得金額が420万円以上
520万円未満のもの 

1.900 10,640円 

第11段階 
市町村民税本人課税者で合計所得金額が520万円以上
620万円未満のもの 

2.100 11,760円 

第12段階 
市町村民税本人課税者で合計所得金額が620万円以上
720万円未満のもの 

2.300 12,880円 

第13段階 
市町村民税本人課税者で合計所得金額が720万円以上
800万円未満のもの 

2.400 13,440円 

第14段階 
市町村民税本人課税者で合計所得金額が800万円以上
900万円未満のもの 

2.500 14,000円 

第15段階 
市町村民税本人課税者で合計所得金額が900万円以上
1,000万円未満のもの 

2.600 14,560円 

第16段階 
市町村民税本人課税者で合計所得金額が1,000万円以
上1,500万円未満のもの 

2.700 15,120円 

第17段階 
市町村民税本人課税者で合計所得金額が1,500万円以
上のもの 

2.800 15,680円 

備考 

１ 第１段階、第２段階及び第４段階における合計所得金額とは、合計所得金額に給与所得が含まれている場合、「給与所得」を

「給与所得から 10万円を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）」として計算した額をいう。  

   ※１：公費によって、第１段階～第３段階の方の保険料を（）内の数値に軽減します。  
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６ 令和 22 年度保険料参考値 

令和22年度の保険料については、以下のとおり推計されます。なお、下記の

数値は国が提供する地域包括ケア「見える化」システムを使用した自然体推計

値です。 

今後の施策や事業展開、国の方針等により大きく変わる可能性がありますの

で、参考値として示しています。 

 

 令和 22 年度の 

金額・人数 

① 標準給付費見込額 6,864,492,894 円 

② 地域支援事業費 249,355,961 円 

③ 第１号被保険者（65 歳以上）負担分 1,849,600,702 円 

④ 調整交付金相当額 350,240,451 円 

⑤ 調整交付金見込額 82,657,000 円 

⑥ 保険者機能強化推進交付金等の交付見込額 0 円 

⑦ 保険料収納必要額 2,117,184,153 円 

⑧ 保険料予定収納率 99.78％ 

⑨ 所得段階別加入割合補正後被保険者数 22,061 人 

⑩ 保険料（年額） 96,181 円 

⑪ 保険料（月額） 8,015 円 
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第６章    計画の推進 

 

１ 計画の点検・評価 
 

（１）点検・評価の体制  

本市の特性を踏まえた地域包括ケアシステムの確立に向けて、「碧南市介護

保険運営協議会」において、ＰＤＣＡサイクルに基づき、サービスの利用状

況や基盤整備の進捗状況の把握など計画の点検・ 評価を定期的に行い、計画

の進捗管理、課題分析や取組方策等の検討を行います。 
 

 

 

（２）計画の実施状況の公表  

計画の進捗管理として実施状況や計画の達成状況、介護保険の運営状況な

どを定期的に点検・評価したものを、ホームページを通じて公表し、本計画

に対する市民の理解を深められるように努めます。 

 

 

ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画（Plan） 目標を設定し、目標達成に向けた活動を立案する 

実行（Do） 計画に基づき活動を実行する 

評価（Check） 活動を実施した結果を把握・分析し、考察する（学ぶ） 

改善（Act） 考察に基づき、計画の目標、活動などを見直しする 

  

  

実行（Do） 改善（Act） 

計画（Plan） 
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（３）進捗管理について  

事業計画に定めた目標を達成するため、次の３つの指標を用いて、ＰＤＣ

Ａサイクルを活用し、進捗管理を行います。 

 

（ア）ほっとプランの目標値 

毎年度、本計画の第４章において事業ごとに設定した目標値と実績値を

比較し、事業の進捗状況を管理します。 

 

（イ）保険者機能評価推進交付金の評価指標 

保険者機能強化推進交付金で示された評価指標に基づき、保険者機能を

評価することで客観的に事業の進捗状況を把握します。 

 

（ウ）自立支援・重度化防止等の取組と目標 

介護保険事業計画には、自立支援・重度化防止及び介護給付費等に要す

る費用の適正化に関し、取組と目標を定める必要があります。本計画の事

業から、次のとおり取組と目標を定め、これを活用し、重点的に成果を検

証します。 

 

事業目標 目標値 施策 

筋トレルーム60運営事業 63頁に記載 健康保持と介護予防の推進 

自立支援型カンファレンスの

実施 
64頁に記載 自立支援と重度化防止の推進 

総合相談支援業務 73頁に記載 
地域包括支援センターの

機能強化 

はなしょうぶネットワークの 

登録事業所割合 
75頁に記載 在宅医療・介護の連携推進 

認知症サポーター数 79頁に記載 認知症の理解促進 

ケアプラン点検 95頁に記載 介護給付適正化の推進 
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資料編 

 

 

１ 碧南市介護保険条例 

 

○碧南市介護保険条例 

平成12年３月９日条例第８号 

（介護保険運営協議会の設置） 

第12条 介護保険に関する施策の企画立案及び法第９条各号のいずれかに該当する者（以下「被

保険者」という。）の意見を反映しながら円滑かつ適切に実施するため、地方自治法第138条の

４第３項に規定に基づき碧南市介護保険運営協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（協議会の所掌事務） 

第13条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について必要な調査及び審議をする。 

(１) 法第117条第１項の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関すること。 

(２) 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の８第１項の規定による老人福祉計画の策定

又は変更に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市の介護保険及び老人福祉に関する施策の実施状況の調査

その他介護保険及び老人福祉の施策に関すること。 

（協議会の委員） 

第14条 協議会の委員は、22人以内で組織する。 

２ 協議会の委員の任期は、３年とする。ただし、協議会の委員が欠けた場合における補欠委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 協議会の委員は、再任されることができる。 

（協議会の会長及び副会長） 

第15条 協議会に、会長及び副会長各１名を置く。 

２ 会長は市長が任命し、副会長は会長が指名する。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（協議会の会議） 

第16条 協議会は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによ

る。 

（協議会の委員の報酬及び費用弁償） 

第17条 協議会の委員の報酬その他職務を行うために要する費用の弁償については、別に条例で

定める。 
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２ 碧南市介護保険運営協議会委員名簿 

 

役職 所属機関・団体等 氏 名 

会長 碧南市老人クラブ連合会会長 三島 博 

副会長 碧南市民生委員児童委員協議会会長 小田 直樹 

委員 日本福祉大学実務家教員 大田 康博 

委員 碧南市医師会 堀尾  

委員 碧南歯科医師会 小林 正人 

委員 碧南市薬剤師会 下村 美幸 

委員 碧南市介護サービス機関連絡協議会ケアマネジャー部会代表 沢井 智美 

委員 碧南市介護サービス機関連絡協議会サービス事業者部会代表 齋藤 健 

委員 碧南市女性団体連絡協議会会長 永坂 幸子 

委員 碧南市ボランティア連絡協議会書記 藤田 敏江 

委員 碧南市社会福祉協議会事務局長 杉浦 浩二 

委員 市民代表（65歳以上） 榊原 由太郎 

委員 市民代表（65歳以上） 禰冝田 悦子 

委員 市民代表（40～64歳） 磯貝 靖子 

委員 市民代表（40～64歳） 杉浦 信子 

委員 福祉関係ＮＰＯ法人代表 磯貝 厚子 

委員 介護予防サポーター 鈴木 礼子 

委員 キャラバンメイト連絡会 井上 卓 

委員 地域包括ケア病床を有する医療機関 小林 清彦 

 

事務局 

碧南市健康推進部長 山田 昌宏 

碧南市健康推進部高齢介護課長 伊藤 正博 

碧南市健康推進部健康課長 金原 厚夫 
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３ 碧南市高齢者ほっとプラン策定経過 

 

年 月 日 内 容 

令和４年１１月 

健康とくらしの調査（日常生活圏域ニーズ調査）の実施 

 ・要介護認定を受けていない６５歳以上（要支援認定者を含

む）への調査 

令和５年２月 

介護保険・福祉に関するアンケート調査の実施 

 ・要介護認定者及びサービス提供事業所、ケアマネジャーへの

アンケート調査 

令和５年７月２４日 
碧南市高齢者ほっとプランの策定について、市長より碧南市介護

保険運営協議会に諮問 

令和５年７月２４日 

令和５年度第１回碧南市介護保険運営協議会 

 ・令和４年度介護保険事業の決算状況について 

 ・令和４年度高齢者福祉事業の決算状況について 

 ・介護保険事業計画の進捗管理等について 

 ・健康とくらしの調査結果について 

 ・介護保険・福祉に関するアンケート調査結果について 

 ・第９期計画に向けた課題について 

令和５年８月２３日 

令和５年度第２回碧南市介護保険運営協議会 

 ・法律改正の概要について 

 ・高齢者ほっとプラン素案（計画策定概要・基本理念と目標）

について 

令和５年９月２８日 

令和５年度第３回碧南市介護保険運営協議会 

 ・介護保険・高齢者福祉にかかる課題について 

 ・高齢者ほっとプラン素案について 

令和５年１０月２７日 
令和５年度第４回碧南市介護保険運営協議会 

 ・高齢者ほっとプラン素案について 

令和５年１２月１５日 

 ～令和６年１月１５日 

パブリックコメントの実施 

 ・高齢者ほっとプランに関する意見募集 

令和６年１月２５日 

令和５年度第５回碧南市介護保険運営協議会 

・パブリックコメントの結果について 

・高齢者ほっとプラン（案）について 

・第９期（令和６年度～８年度）介護保険料（案）について 

令和６年１月２５日 
碧南市高齢者ほっとプランの策定について、碧南市介護保険運営

協議会より市長に答申 
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４ 碧南市高齢者ほっとプランの策定についての諮問書の写し 

 

 

 

５碧高第２１８号 

令和５年７月２４日 

 

碧南市介護保険運営協議会 

会長  三島 博 様 

 

碧南市長  禰 冝 田 政 信    

 

碧南市高齢者ほっとプラン（第９期高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画）の

策定について（諮問） 

 

老人福祉法第２０条の８及び介護保険法第１１７条の規定に基づく碧南市高齢者ほっと

プラン（第９期高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画）の策定にあたり、碧南市介護

保険条例第１３条の規定により、貴協議会の意見を求めます。  
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５ 碧南市高齢者ほっとプランの策定についての答申書の写し 
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６ 用語解説 

 

ア行 

インフォーマルサービス 

公的機関や専門職による制度に基づくサービスや支援（フォーマル

サービス）以外の支援のことです。具体的には、家族、近隣、友

人、民生委員・児童委員、ボランティア、ＮＰＯ等の援助が挙げら

れます。 

カ行 

介護給付 

要介護（要支援）の認定を受けた人に対する保険給付のことです。

介護保険サービスの費用のうち、被保険者の所得に応じて１割〜３

割を利用者が負担し、残りは介護保険から給付されます。介護保険

の財源は、国・県・市区町村の公費（税金）と 40歳以上の人が支

払う介護保険料で賄われています。 

介護サービス 
介護保険の要介護認定を受けた要介護者が利用できるサービスのこ

とです。（広義では、介護予防サービスを含めることもあります。） 

介護保険施設 

介護保険の給付対象となる施設サービスを行う施設のことです。具

体的には、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介

護療養型医療施設のことを指します。 

介護予防 

要介護状態になることをできる限り防ぐ（遅らせること）、そして

要介護状態にあってもその悪化をできる限り防ぎ、改善を図ること

です。 

介護予防・日常生活支援 

総合事業 

高齢者の介護予防と自立した日常生活の支援を目的とした事業で、

「介護予防・生活支援サービス」と「一般介護予防事業」の二つか

らなるものです。「介護予防・生活支援サービス」には、訪問型サ

ービスや通所型サービス、生活支援サービス等があり、サービスの

利用対象者は原則として要支援１・２の認定を受けた人と事業対象

者です。「一般介護予防事業」には介護予防教室等があり、65歳以

上の全ての高齢者が利用可能です。 

居宅サービス 
介護保険法に規定する在宅での介護を中心としたサービスで、訪問

介護、通所介護、短期入所生活介護等のサービスがあります。 

ケアプラン 

利用者個々のニーズに合わせた介護保険制度内外の適切な保健・医

療・福祉サービスが提供されるように、ケアマネジャー（介護支援

専門員）が、ケアマネジメントという手法を用い、利用者・家族と

相談しながら作成するサービスの利用計画のことです。 
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ケアマネジメント 

援助を必要とする利用者が、迅速かつ効果的に、必要とされる全て

の保健・医療・福祉サービスを受けられるように調整することを目

的とした援助展開の方法のことです。①インテーク（導入）、②ア

セスメント（課題分析）の実施、③ケアプラン原案の作成、④サー

ビス担当者会議の開催、⑤ケアプランの確定と実施（ケアプランに

沿ったサービス提供）、⑥モニタリング（ケアプランの実施状況の

把握）、⑦評価（ケアプランの見直し）からなります。 

ケアマネジャー 

（介護支援専門員） 

要介護者等からの相談に応じるとともに、ケアマネジメントという

手法を用い、要介護者等がその心身の状況等に応じ適切なサービス

を利用できるよう、市、サービス事業者等との連絡調整を行う職員

であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に

関する専門的知識および技術を有するものとして介護支援専門員証

の交付を受けた人のことです。 

健康寿命 健康で自立した生活を送れる期間のことです。 

権利擁護 

認知症や知的障害、精神障害などを持つ高齢者や障がい者が有する

人間としての権利を守るため、その擁護者や代弁者が支援すること

です。 

高齢化率 総人口に対し 65歳以上の高齢者人口が占める割合のことです。 

高齢者虐待 

高齢者の心身に傷を負わせる人権侵害の行為を意味します。殴る蹴

るなどの身体的虐待、暴言や無視などの心理的虐待、食事を与えな

いなどの介護や世話の放棄・放任、財産を勝手に使うなどの経済的

虐待、性的虐待があります。 

サ行 

サービス付き高齢者向け 

住宅 

バリアフリー対応の賃貸住宅において、ケアの専門家による安否確

認や生活相談等のサービスを提供するもののことです。必要に応じ

て施設外のサービス事業所と契約して、介護サービスを提供しても

らうこともできます。 

ＧＰＳ 

「Global Positioning System」の略で、「全地球測位システム」の

ことです。人工衛星を利用して、利用者の地球上における現在位置

を正確に把握する仕組みです。 

事業対象者 

日常生活の様子や身体機能の状態等の 25項目からなる「基本チェ

ックリスト」による判定で、生活機能の低下がみられた（要支援・

要介護となるリスクが高いと判定された）人で、介護予防・生活支

援サービス事業を利用することができる人のことです。 

施設サービス 

介護保険法に規定するサービスのうち、介護保険施設（介護老人福

祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設）に

おいて提供されるもののことです。 
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社会福祉協議会 

社会福祉法に基づき設置された団体で、社会福祉を目的とする事業

の企画・実施や社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

等を行うことにより、地域福祉の推進を図ることを目的とするもの

です。 

若年性認知症 65 歳未満で発症する認知症のことです。 

縦覧点検 
過去に介護給付費を支払った請求について、複数月の請求内容やほ

かの事業所の請求内容を確認して審査することです。 

シルバー人材センター 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、定年退職者等高

齢者に臨時的かつ短期的または軽易な業務の就業機会を提供すると

ともに、ボランティア活動をはじめとするさまざまな社会参加を通

じて、高齢者の健康で生きがいのある生活と地域社会の活性化に取

り組む組織のことです。 

生活支援コーディネータ

ー 

高齢者の日常生活の支援や社会参加を推進するため、ボランティア

などを担い手とした生活支援サービスの資源開発やサービス提供主

体間のネットワークの構築、地域のニーズと地域資源のマッチング

などを行う調整役です。 

生活習慣病 

がん、心疾患、脳血管疾患、高血圧性疾患、糖尿病、肝疾患、腎疾

患等、食事や運動・喫煙・飲酒・ストレスなどの生活習慣が深く関

与し、発症の原因となる疾患の総称です。 

成年後見制度 

認知症、知的障害、精神障害等によって物事を判断する能力が十分

でない人について、本人の権利を守る援助者（成年後見人等）を選

ぶことで、財産管理や身上監護について、本人を法律的に支援する

制度です。家庭裁判所に審判の申し立てを行い、家庭裁判所が本人

の判断能力に応じて、「成年後見人」、「保佐人」、「補助人」を選任

します。判断能力に応じた３つの類型は以下のとおりです。 

【後見】日常生活で、判断能力がほとんどない人。 

【保佐】日常生活で、判断能力が著しく不十分な人。 

【補助】日常生活で、判断能力が不十分な人。 

タ行 

第１号被保険者 

市内に住所を有する 65歳以上の人のことです。転入や年齢が 65歳

に到達したときに、その市における第１号被保険者の資格を取得し

ます。 

第２号被保険者 

市内に住所を有する 40歳以上 65歳未満の健康保険加入者の人のこ

とです。転入や健康保険加入、年齢が 40歳に達したときに、その

市における第２被保険者の資格を取得します。なお、第２号被保険

者が保険適用により介護サービスを利用できるのは、加齢を原因と

する 16種類の特定疾病によって要介護（要支援）状態となった場

合に限られます。 
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団塊の世代 
昭和 22（1947）年〜24（1949）年に生まれた人のことを指しま

す。 

団塊ジュニア世代 
昭和 46（1971）年～49（1974）年に生まれた人のことを指しま

す。 

地域共生社会 

高齢者介護・障害福祉・児童福祉・生活困窮者支援等の制度・分野

の枠や、「支える側」、「支えられる側」という関係を超えて、人と

人、人と社会とがつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、

助け合いながら暮らしていくことのできる地域や社会のことです。 

地域ケア会議 

地域の関係機関が協働して高齢者の個別課題の解決を図り、また、

その個別事例の課題分析等の積み重ねによって地域に共通した課題

を明確化し、解決に必要な資源開発や地域づくりの検討を行うため

に、地域包括支援センター等が主催する会議のことです。 

地域包括ケアシステム 

介護等が必要になっても、地域の実情に応じて、高齢者が住み慣れ

た地域で安心して生活し続けることができるように、住まい・医

療・介護・生活支援・介護予防が切れ目なく、一体的に提供される

体制のことです。 

地域包括支援センター 

高齢者が住み慣れた地域でいつまでも自分らしく暮らせるために、

保健師または看護師、主任ケアマネジャーおよび社会福祉士を置

き、介護予防ケアマネジメント、介護、虐待、認知症等の相談・支

援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント等を業務として介

護保険法に規定された機関のことです。日常生活圏域を踏まえて設

定され、市に委託された法人が運営しています。 

地域密着型サービス 

高齢者が要介護（要支援）状態となっても、できる限り住み慣れた

地域で生活を継続できるようにする観点から創設された介護サービ

スです。原則として、事業所が所在する市の被保険者だけが利用で

きます。 

チームオレンジ 

身近な地域の認知症サポーターがチームを組み、認知症の人や家族

に対する生活面の早期からの支援等を行う活動のことです。認知症

の人もメンバーとして参加します。地域で暮らす認知症の人や家族

の困りごとの支援ニーズと認知症サポーターを結びつけるための取

組です。 

ＮＰＯ法人 

ＮＰＯとは「Non profit organization」の略で、民間の非営利組

織のことです。営利を目的とせずに、不特定かつ多数のものの利益

のために活動を行う団体になります。 
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ナ行 

認知症 

後天的に脳が何らかの原因によって障害を受け、認知機能が持続的

に低下した病的な状態のことです。加齢による「物忘れ」とは区別

されます。記憶障害や判断能力の低下等により日常生活に支障が生

じるほか、徘徊や暴言等の行動障害、妄想やうつ状態等の精神症状

を伴うことが多くみられます。 

認知症ケアパス 
認知症の人の容態に応じた適切なサービス提供の流れを示したわか

りやすい表のことです。 

認知症サポーター 

「認知症サポーター養成講座」の受講者で、友人や家族への認知症

に関する正しい知識の伝達や、認知症になった人の手助けなどを本

人の可能な範囲で行うボランティアのことです。「認知症サポータ

ー養成講座」の受講者には、認知症を支援する目印としてオレンジ

リングが授与されます。 

認知症初期集中支援 

チーム 

認知症に係る専門的な知識・技能を有する医師の指導の下、複数の

専門職が家族の訴え等により認知症の疑われる人や認知症の人およ

びその家族を訪問、観察・評価、家族支援等の初期の支援を包括

的、集中的に行い、自立生活のサポートを行う職員のことです。 

認知症地域支援推進員 

市の認知症施策の推進役として、地域における認知症の人の医療・

介護等の支援ネットワーク構築の中心となり、地域の特徴や課題に

応じた活動をします。 

ハ行 

バリアフリー 

生活の中で不便を感じること、様々な活動のバリア（障壁）をなく

すことです。もともとは建築用語として、道路や建築物の入口の段

差等物理的なバリア（障壁）の除去という意味で使われてきました

が、現在では、障害のある人や高齢者だけでなく、あらゆる人の社

会参加を困難にしている全ての分野でのバリア（障壁）の除去とい

う意味で用いられています。 

避難行動要支援者 

災害時に危険を察知したり状況を判断したりすることが困難な人、

障害や高齢による衰えなどにより自力で避難することが困難な人で

す。 

フレイル 

「加齢に伴う予備能力低下のため、ストレスに対する回復力が低下

した状態」を表す“frailty”の日本語訳として、日本老年医学会

が提唱した言葉です。フレイルは要介護状態に至る前段階として位

置付けられますが、身体的脆弱性・精神心理的脆弱性・社会的脆弱

性等多面的な問題を抱えやすく、自立障害や死亡を含む健康障害を

招きやすいハイリスク状態を意味します。 
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マ行 

民生委員・児童委員 

身近な相談役として地域の中から選ばれ厚生労働大臣から委嘱され

た非常勤の地方公務員です。それぞれの担当区域で子どもから高齢

者まで、地域の住民が安心して暮らせるよう、見守りや相談・支援

を行っています。 

ヤ行 

ヤングケアラー 

家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を

引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っ

ている、18歳未満の子どものことです。 

ユニバーサルデザイン 

あらかじめ、障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な

人々が利用しやすいよう、都市や生活環境をデザインする考え方の

ことです。 

要介護認定 

介護保険制度において、支援や介護を要する状態であることを保険

者が認定することです。日常生活（身支度、掃除、洗濯、買い物

等）を営むのに見守りや支援を必要とする状態を意味する「要支援

認定」と、日常生活において介護を必要とする状態を意味する「要

介護認定」の２種類の認定が別々に規定され、最も軽度の要支援１

から最も重度の要介護５まで、７段階の介護度が設けられていま

す。 
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